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「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の一部改正について（案） 

 

厚生労働省健康局結核感染症課 
 

１．改正の趣旨 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律

（令和４年法律第96号。以下「改正法」という。）により、感染症の予防の総合的な推進

を図るための基本的な指針（平成11年厚生省告示第115号。以下「指針」という。）に

定めるべき事項が追加されたこと等に伴う所要の見直しを行うもの。 

 
２．指針改正のポイント 

（１）改正法による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成10年法律第114号。以下「法」という。）第９条において指針に定めるもの

として規定された事項について、新たに指針に追加する。 

（２）前回の実質的な指針改正から現在（令和５年４月時点）に至るまでの状況の変化

を踏まえた文言の修正を行う。 

 

３．指針改正の内容 

主な改正事項は以下のとおりである。 

 

共通事項 

・ 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症（以下「新興感染症」と

いう。）に係る記載を新たに加える。 
 

前文 

・ 都道府県等（都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区（以下「保健所設置

市等」という。）をいう。以下同じ。）が策定する予防計画について、地域保健法

（昭和22年法律第101号）に基づき厚生労働大臣が策定する基本指針、医療法（昭和

23年法律第205号）に基づき都道府県が策定する医療計画並びに新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下「特措法」という。）に基づき都道府

県知事が作成する都道府県行動計画及び保健所設置市等の長が作成する市町村行動

計画と整合性を取って記載する旨を加える。 

・ 従来、予防計画の策定が求められていた都道府県の他、保健所設置市等において

も予防計画を策定する必要がある旨を加える。 
 

第一 感染症の予防の推進の基本的な方向 

・ 前回の実質的な指針改正から現在（令和５年４月時点）までの状況の変化を踏まえ

た文言修正。 

・ 都道府県は、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学

識経験者の団体及び消防機関その他の関係機関（高齢者施設等の関係団体等を含

む。）で構成される都道府県連携協議会を設置し、予防計画等について計画段階か

ら協議を行う旨を加える。また、都道府県連携協議会について全体を統括する役割

と、予防計画の項目等に沿って、各論点ごとに議論する役割に分けることが重要で

ある旨を加える。 

・ 都道府県等は、感染症の拡大・まん延時に迅速に体制を移行し、対策が実行でき
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るよう、医療提供体制、保健所、検査、宿泊療養の対応能力の構築に留意する必要

がある旨を加える。 

・ 都道府県は、平時から感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保及び他の地方

公共団体への人材派遣等の体制を構築する必要がある点並びに感染症発生・まん延

時には、情報集約、自治体間調整、業務の一元化等の対応により、保健所設置市等

を支援する必要がある点を加える。 

・ 国は、都道府県の区域を越えた応援職員の派遣の仕組みの整備、応援職員の人材

育成支援等を通じて都道府県等の取組を支援する必要がある旨を加える。 

・ 国は、感染症発生・まん延時において、危機管理の教育を受けた感染症の専門家

や保健師等の派遣、患者の移送等の総合調整を行う必要がある旨を加える。 

・ 市町村は、自宅療養者等の療養環境の整備等、都道府県が実施する施策への協力や

感染状況等の情報提供、相談対応を通じて住民に身近な立場から感染症の発生及びま

ん延の防止を図る必要がある旨を加える。 

・ 保険医療機関又は保険薬局は、感染症入院患者の医療その他必要な医療の実施に

ついて、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする旨を加える。 
 

第二 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 

・ 検疫所長は、医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することができる体制を整備

するため、必要に応じて、医療機関と協定を締結する旨を加える。また、当該協定

の締結に当たっては、医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に意見を聴き、協

定締結後は当該都道府県知事に当該協定の内容を通知する旨を加える。 

・ 感染症発生動向調査に関して、国及び都道府県等においてデジタル化が進む中で

の迅速かつ効果的に情報を収集等する方策について検討を推進することが重要であ

る旨を加える。 

・ 二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症について、厚生労

働大臣が認めたときは、指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、都道府

県知事への届出を求めることが可能である旨を加える。 

・ 広域での対応に備え、管内及び管内周辺に検疫所がある都道府県等においては、

検疫所との連携体制をあらかじめ構築しておく必要がある旨を加える。 

・ 検疫所における感染症の国内への侵入予防対策について文言の適正化を行う。 

・ 予防計画において、専門職能団体や高齢者施設等関係団体等との連携、保健所間

の連携、検疫所との連携に関する事項を規定することが望ましい旨を加える。 
 

第三 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項 

・ 都道府県知事は、新興感染症の情報の公表に関し、必要に応じて市町村長に必要

な協力を求めることが重要である旨を加える。また、当該協力のために必要がある

と認めるときは、協力を求めた市町村長に対し、個人情報の保護に留意の上、患者

数及び患者の居住地域等の情報を提供することができる旨を加える。 

・ 都道府県等においては、専門職能団体や高齢者施設等関係団体等との役割分担及

び連携体制について、あらかじめ定めておくことが必要な旨を加える。 

・ 国は、新興感染症の発生・まん延時において必要があると認めるときは、感染症

指定医療機関の管理者等に対し、当該感染症の患者等の検体等の提出を要請等し、

感染症指定医療機関等に還元し活用するとともに、政策に反映する旨を加える。 

・ 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染

症の所見がある者については、積極的疫学調査に正当な理由なく応じない場合には、

指示、罰則の対象となることを丁寧に説明することが求められる旨を加える。 
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・ 指定感染症について、国は、当該感染症にかかった場合の病状が重篤であり、か

つ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認めたときは、速やかに、その

旨や必要な情報を公表する旨を加える。 

・ 検疫所による隔離又は停留等の措置を実施する場合に、検疫所及び関係者が連携

を図りながら必要な療養施設等を確保する旨を加える。 
 

第四 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項 

・ 国において、医療ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進する中で、

感染症発生動向調査の情報基盤を整備し、発生届や積極的疫学調査に関して電磁的

方法で医療機関から情報収集するほか、病原体情報の収集・分析等を行い、都道府

県等に迅速に情報提供することについて加える。 

・ 感染症指定医療機関は、新興感染症の対応を行い、知見の収集及び分析を行う。 

・ 感染症指定医療機関の医師は、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症

の所見がある者が入院した場合や退院又は死亡した場合にも、電磁的方法で報告す

ることが求められる旨を加える。 
 

第五 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 

・ 新興感染症の発生に備え、平時から計画的な準備を行うほか、民間の検査機関等

と連携することが重要である旨を加える。 

・ 国は、国立試験研究機関等と地方衛生研究所等との連携体制の構築等を行い、地

方衛生研究所等に対する技術支援を行う旨及び検査試薬の確保に努める旨を加える。 

・ 地方衛生研究所等を有する都道府県等は、地方衛生研究所等が十分な試験検査機

能を発揮できるよう、計画的な人員の確保や配置を行うなど、平時から体制整備を

行うことが重要であり、地方衛生研究所等を有していない都道府県等は、地方衛生

研究所等を有する都道府県等との連携を確保するなどして試験検査に必要な対応を

行うことが重要である旨を加える。 

・ 地方衛生研究所等は、新興感染症の発生初期において検査を担うことを想定し、

平時から研修や実践的な訓練の実施、検査機器等の設備の整備、検査試薬等の物品

の確保等を通じて自らの試験検査機能の向上に努める旨を加える。 

・ 都道府県等は、検査体制を速やかに整備できるよう、民間検査機関や医療機関と

の協定等の準備を平時から計画的に行う必要がある旨を加える。 

・ 都道府県等は、予防計画の策定に当たって、検査の実施体制・検査能力の向上の

方向性を規定することが望ましい旨を加える。 
 

第六 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 

・ 都道府県は、新興感染症発生時に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への

医療等が提供できるよう、平時から計画的な準備を行う旨を加える。 

・ 厚生労働大臣は、新興感染症の発生時に、必要に応じて広域的な応援調整を行う

旨及びその方針を加える。当該方針については、まずは都道府県同士で応援を調整

することを優先しつつ、全国的な感染症の発生の状況及び動向その他の事情等を総

合的に勘案し特に必要があると認めるときに行うこととする。特に、公的医療機関

等その他厚生労働省で定める医療機関に対し応援を求める場合については、広域的

な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときに行うものと

する旨を加える。 

・ 都道府県における感染症に係る医療提供体制については以下の点を新たに加える。 

-  都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の入

院を担当する医療機関と平時に協定を締結し、「第一種協定指定医療機関」に指



4 

 

定する。 

-  都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の外

来や自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬局等と平時に協定を締

結し、「第二種協定指定医療機関」に指定する。 

-  新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間前の期間においては、感染症指

定医療機関の感染症病床を中心に対応する。 

-  都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に、「第一種協定

指定医療機関」及び「第二種協定指定医療機関」に代わって患者を受け入れる医

療機関又は感染症医療担当従事者等を派遣する医療機関と、平時に協定を締結し、

後方支援体制を整備するとともに、都道府県内の医療人材の応援体制を整備し、

都道府県の区域を越えた医療人材の応援要請方針について、平時から確認する。 

-  新興感染症の流行初期段階から入院・発熱外来対応を行う旨の協定を締結し、

実際に対応した医療機関については流行初期医療確保措置の対象となる。 

-  都道府県は、新興感染症発生時の医療体制を構築する場合、重症者用の病床の

他、地域の実情に応じて特に配慮が必要な方への医療提供体制を整備を図ること

が重要である。 

-  公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院については、新型インフル

エンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症に係る医療提供体制の確保に必要

な措置を講ずることが義務付けられる。 

-  都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間の高齢者施設等に

対する医療提供体制を確保する。 

-  都道府県は新興感染症の流行時に備えて、医療機関と平時に法に基づき協定を

締結するに当たっては、診療等の際に用いる個人防護具の備蓄を求めておくことに

より、個人防護具の備蓄の実施が協定に適切に位置づけられるように努める。 

・ 都道府県において、連携する関係機関として、医師会等を加える。 

・ 都道府県等において予防計画を策定するに当たって、新興感染症の協定の内容に

係る事項のほか、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種

協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の整備の目標や医薬品等の確保、関

係機関の連携等について規定することが望ましい旨を加える。 
 

第七 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項【新設】 

・ 都道府県知事が入院を勧告した患者又は入院させた患者の医療機関への移送は、

都道府県知事（保健所設置市等の場合はその長）が行う業務とされているが、保健

所のみでは対応が困難な場合において、地方公共団体内の役割分担や消防機関との

連携、民間事業者等への業務委託等を図ることが重要である旨を加える。 

・ 新感染症の所見がある者の移送について、国が積極的に協力することが重要であ

る旨を加える。 

・ 都道府県は、感染症の患者の移送について、平時から地方公共団体内で連携し、

役割分担、人員体制の整備を図ることが重要である旨を加える。 

・ 都道府県において、都道府県等の区域を越えた移送が必要な緊急時における対応

方法について、あらかじめ協議をすることを加える。 

・ 都道府県において、平時から関係者を含めた移送訓練や演習等を定期的に計画し、

実施することが望ましい旨を加える。 

・ 都道府県等は、消防機関と連携する際は、あらかじめ消防機関に受入可能な医療

機関の情報を共有するなど、円滑な移送が行われるよう努めることを加える。 

・ 都道府県等において、予防計画を策定するに当たって、移送に係る人員体制に係
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る事項、消防機関との役割分担、連携に係る事項、新興感染症発生時の移送体制に

係る事項について規定することが望ましい旨を加える。 
 

第八 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項 

・ 国は、感染症の発生時に迅速な研究開発が可能となるよう、平時から国立感染症研

究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターを中心とした感染症に関する医

薬品等の治験及び研究開発に協力可能な感染症指定医療機関等のネットワークを構築

し、感染症の発生時にネットワークにおいて新興再興感染症データバンク事業

（REBIND）などを活用して、迅速な開発が可能となるようにしていく旨を加える。 

・ 国等において、民間企業等からの相談に対し医療機関を紹介できる体制の確保等、

基盤を整備し、医薬品の研究を推進する旨を加える。 

 

第九 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はその

まん延を防止するための措置に必要な体制の確保に係る目標に関する事項【新設】 

・ 都道府県が策定する予防計画で定める体制の確保に係る目標について、医療提供

体制、検査体制、宿泊療養体制、物資の確保、人材の養成及び資質の向上、保健所

の体制整備に係る事項等とする。 

・ 保健所設置市等が策定する予防計画で定める体制の確保に係る目標について、検

査体制、人材の養成及び資質の向上、保健所の体制整備の項目に係る事項等とする。

また、宿泊療養体制については、保健所設置市等の任意で設定する旨を加える。 
 

第十 宿泊施設の確保に関する事項【新設】 

・ 都道府県等は、宿泊施設の体制整備のため、地域の実情に応じて、都道府県連携協

議会等を活用し、平時から準備を行う旨を加える。 

・ 国は、都道府県等に宿泊療養に係る考え方を情報提供し、都道府県等が円滑に宿泊

施設を立ち上げられるよう支援することを加える。 

・ 都道府県等は、平時から民間宿泊業者等と協定を締結すること等により宿泊施設を

確保するとともに、感染症発生初期は必要に応じて公的施設を活用することを検討す

る旨を加える。 

・ 都道府県等は、予防計画の策定に当たって、協定を締結する宿泊施設等の確保の

方法に係る事項について規定することが望ましい旨を加える。 
 

第十一 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者の療

養生活の環境整備に関する事項【新設】 

・ 都道府県等は新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛

対象者（以下「外出自粛対象者」という。）について、健康観察の体制を整備する

ほか、生活上の支援を行う旨を加える。外出自粛対象者が高齢者施設等や障害者施

設等で療養する場合は、施設内の感染対策等を行うことを加える。 

・ 国は、都道府県等が行う外出自粛対象者の療養生活の環境整備を支援するため、

自宅療養に係るマニュアル等を作成する旨を加える。 

・ 都道府県等は、宿泊施設の運営体制確保の方策を平時から検討し、宿泊施設運営

業務マニュアル等を整備しておく旨を加える。また、感染症発生・まん延時には、

迅速に職員、資機材等を確保する等、円滑な宿泊施設の運営体制の構築、実施を図

る旨を加える。 

・ 都道府県等は、外出自粛対象者に食料品等の生活必需品等を支給するなどの支援

を行うとともに、必要な医薬品を支給できる体制を確保することを加える。また、

介護保険の居宅サービスや障害福祉サービス等を受けている場合には、介護サービ
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ス事業者や障害福祉サービス事業者等と連携することについて加える。 

・ 都道府県等は、健康観察や生活支援等を効率的に行うため、ICTの活用を積極的

に取り入れることについて加える。 

・ 都道府県等は協定締結医療機関と連携し、高齢者施設等や障害者施設等において、

感染対策の助言体制を平時から確保するとともに、新興感染症の発生・まん延時の

施設内感染防止対策を推進する旨を加える。 

・ 都道府県等は、外出自粛対象者の健康観察や生活支援等の際、市町村（保健所設

置市等を除く。以下第十一において同じ。）と連携し、必要な範囲で患者情報の提

供を行うことや、一般市町村の協力を得る場合の役割分担や費用負担のあり方を、

あらかじめ協議しておくことが重要である旨を加える。 

・ 都道府県等は健康観察や生活支援等の実施の際、第二種協定指定医療機関や地域

の医師会、薬剤師会、看護協会又は民間事業者への委託を検討することが重要であ

る旨を加える。 

・ 都道府県等において、福祉ニーズのある外出自粛対象者への対応時に適切な支援

を受けられるよう、介護サービス事業者、障害福祉サービス事業者等と連携を深め

ることが重要である旨を加える。 

・ 都道府県等において、予防計画の策定に当たって、外出自粛対象者の健康観察を

行う人員体制に係る事項、外来自粛対象者の健康観察や生活支援等における一般市

町村並びに関係機関及び関係団体との連携に係る事項、宿泊施設の運営を行う人員

体制に係る事項について規定することが望ましい旨を加える。 
 

第十二 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整・指示の方針に関する事項【新

設】 

・ 都道府県知事は、平時から感染症の発生・まん延時までの感染症対策全般につい

て、保健所設置市等の長、市町村長、関係機関に対して総合調整を行う旨を加える。

また、感染症発生・まん延時において、緊急性を有する入院勧告・措置を実施する

ために、都道府県知事が保健所設置市等の長への指示を行うことが適当である旨を

加える。 

・ 感染症の専門家や保健師等の派遣、患者の移送等について、広域的な総合調整を

行う必要がある場合に、厚生労働大臣が都道府県知事、保健所設置市等の長、医療

機関等に対して総合調整を行う旨を加える。また、感染症の発生予防・まん延防止

のため緊急の必要がある場合等において、厚生労働大臣が都道府県知事、保健所設

置市等の長に対して指示を行う旨を加える。 

・ 国による総合調整権限は、感染症発生・まん延時であって都道府県の区域を越え

た感染症の予防に関する人材の確保、患者の移送その他感染症のまん延を防止する

ため必要があると認めるときに、都道府県知事や保健所設置市等の長、医療機関そ

の他の関係者に対して行使できる旨を加える。 

・ 都道府県知事又は保健所設置市等の長から総合調整についての要請があった場合

で、国が総合調整の必要があると判断した場合は、国が当該要請に応諾し総合調整

を行う旨を加える。 

・ 厚生労働大臣が総合調整を行うために必要があると認めるときは、都道府県又は

医療機関その他の関係者に対し、報告又は資料の提供を求める旨を加える。 

・ 感染症法に基づく総合調整と特措法に基づく政府対策本部長の総合調整の整合性

の確保を図る旨を加える。 

・ 都道府県において確保した病床に円滑に患者が入院できるようにするため、都道

府県連携協議会等を活用し、保健所や医療機関、高齢者施設等との連携強化を図り、
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円滑な入院調整体制の構築、実施を図る旨を加える。 

・ 積極的疫学調査の実施や患者の移送などの複数の都道府県の間で連携して対応す

ることが必要な事項等について緊急に必要がある場合、国が都道府県等の間の事務

を調整し、事務の実施を含めた指示を行う旨を加える。 

・ 都道府県知事による総合調整は、平時であっても必要がある場合に実行できるこ

と、対象として保健所設置市等の長、一般市町村の長、医療機関及び感染症試験研

究等機関なども対象であることを加える。 

・ 都道府県知事は、総合調整を行うために必要があると認めるときは、保健所設置

市等や他の関係機関等に対し、報告又は資料の提供を求めることが適当である旨を

加える。 

・ 都道府県知事による指示は、感染症発生・まん延時の際、緊急性を有する入院勧

告や入院措置を実施するために必要な場合に限り、保健所設置市等の長に対しての

み行える旨を加える。 

・ 都道府県等において、予防計画の策定に当たって、特に都道府県知事による総合

調整・指示に係る事項及び都道府県知事による総合調整に係る関係機関等との情報

共有に係る事項について規定することが望ましい旨を加える。 

 
第十三 感染症対策物資等の確保に関する事項【新設】 

・ 新興感染症の発生時に備え、医薬品や個人防護具等の感染症対策物資等について

平時から確保対策等を構築する必要性について加える。 

・ 感染症対策物資等の確保に関する方策として以下を加える。 

- 国において、感染症対策物資が不足している場合等に、当該物資の生産・輸入

業者に対し生産・輸入の促進を要請する旨を加える。またその生産・輸入の促

進の要請に当たっては、需給状況の把握が重要である。 

- 国及び都道府県等において、新興感染症の汎流行時に、個人防護具の供給及び

流通を適確に行うため、個人防護具等の備蓄又は確保に努める。 

・ 生産・輸入要請を円滑に行うために、平時から事業者や事業所管省庁間で情報共

有することについて加える。 

 
第十四 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関す

る事項 

・ 都道府県連携協議会等で議論を行う際には、患者の人権を考慮して感染症対策の

議論を行うことが重要である旨を加える。 

 

第十五 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 

・ 医療現場で患者の治療に当たる感染症の医療専門職の他にも、介護施設等でクラ

スターが発生した場合に適切な感染拡大防止対策を行うための感染管理の専門家、

感染症の疫学情報を分析する専門家、そして行政の中においても感染症対策の政策

立案を担う人材などの多様な人材が改めて必要となっている旨を加える。 

・ 国は感染症危機管理専門家（IDES）養成プログラムや実地疫学専門家養成コース

（FETP-J）、国際感染症危機管理対応人材育成・派遣事業等により、危機管理の基

本的知見を有する感染症専門家を継続的に育成していくことが重要である旨を加え

る。 

・ 国は、IHEAT要員の活用のため、研修及び訓練等を実施する旨を加える。 

・ 国は、最新の科学的知見に基づく適切な感染症対応の知識を医療従事者が習得す
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ることを目的として、医療機関向けの講習会の実施等を行う旨を加える。都道府県

知事等は感染症危機管理専門家（IDES）養成プログラム等の研修等に職員を積極的

に派遣すること等により、感染症対応人材の育成を図る。 

・ 厚生労働大臣はDMAT・DPAT等の研修を実施し、その登録を進める旨を加える。 

・ 都道府県等は、IHEAT要員の確保や研修、IHEAT要員及びその所属機関との連携の

強化などを通じて、IHEAT要員による支援体制を確保する旨を加える。 

・ 保健所は、平時からIHEAT要員への実践的な訓練の実施や、IHEAT要員の活用を想

定した準備を行うことが重要である旨を加える。 

・ 第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関を含む感染症指定医療機関

において、新興感染症を想定した研修・訓練を実施、又は当該研修・訓練に医療従

事者を参加させることにより体制強化を図る旨を加える。また、感染症医療担当従

事者等の他の医療機関、宿泊施設及び高齢者施設等への派遣に備え、平時から研

修・訓練を実施することが重要である旨を加える。 
 

第十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項【新設】 

・ 保健所は地域の感染症対策の中核的機関として、必要な情報の収集、分析、対応

策の企画立案・実施、リスクコミュニケーション等を行う機関であるとともに、感

染症の感染拡大時にも健康づくり等地域保健対策も継続することが重要である旨な

どを加える。 

・ 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用しながら関係機関及び関係団体と連

携し、各地方公共団体の保健衛生部門等における役割分担を明確化することが重要

である旨を加える。 

・ 保健所の感染症発生時の体制について、必要な事項を加える。 

・ 国において、各保健所が健康危機対処計画を策定できるようガイドライン等を作

成し、都道府県等を支援する旨を加える。 

・ 国は、都道府県の区域を越えた応援派遣の仕組みを整備し、有事の際に都道府県

等が円滑に応援派遣等の仕組みを活用できるようにすることが重要である旨を規定

する。 

・ 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用し、地方公共団体間の役割分担を平

時から調整する旨を加える。また、必要となる保健所の人員を想定し、感染症発生

時に体制を迅速に切り替えることができるようにすることが重要である旨を加える。 

・ 都道府県等は、感染症の拡大を想定し、保健所における人員体制や設備等を整備

することが重要である旨を加える。体制整備に当たっては、必要な機器等の整備や

物品の備蓄、業務の外部委託や都道府県による一元的な実施、ICTの活用等を通じ

た業務の効率化を進めるとともに、外部からの応援体制を含めた人員体制や受入体

制の構築や住民及び職員への精神保健福祉対策等が重要である旨を加える。 

・ 都道府県等は、地域の健康危機管理体制を確保するため、保健所に統括保健師等

の総合的なマネジメントを担う保健師を配置することが重要である旨を加える。 

・ 都道府県等は、都道府県連携協議会等を活用し、市町村、学術機関、消防機関な

どの関係機関、専門職能団体等と保健所業務に係る内容について連携することにつ

いて加える。 

・ 保健所は、感染症発生時における連携体制を確保するため、平時から地方公共団

体の本庁部門や地方衛生研究所等、管内の市町村と協議、検討することを加える。 

・ 都道府県等は、予防計画の策定に当たって、特に保健所の人員体制に係る事項、

感染症対応における保健所業務と体制に係る事項、応援派遣やその受入れに係る事

項、保健所業務に係る保健所と関係機関等との連携に係る事項について規定するこ
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とが望ましい旨を加える。 

 

第十九 その他感染症の予防の推進に関する重要事項 

・ 国において、薬剤耐性対策を推進する旨を加える。 

・ 都道府県等において、医療機関の薬剤耐性対策及び抗菌薬の適正使用について方

策を講じる旨を加える。 
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染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（

十
年
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
を
制
定
し
た
。

平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
を
制
定
し
た
。

同
法
は
制
定
後
も
数
次
に
わ
た
る
改
正
を
行
っ
て
い
る
が
、
感
染
症
を
取
り

同
法
は
制
定
後
も
数
次
に
わ
た
る
改
正
を
行
っ
て
い
る
が
、
感
染
症
を
取
り

巻
く
状
況
は
日
々
変
遷
し
、
そ
れ
ら
に
適
切
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た

巻
く
状
況
は
日
々
変
遷
し
、
そ
れ
ら
に
適
切
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た

、
感
染
症
の
発
生
の
予
防
と
ま
ん
延
の
防
止
、
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
良
質

、
感
染
症
の
発
生
の
予
防
と
ま
ん
延
の
防
止
、
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
良
質

か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
、
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
並
び
に
研

か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
、
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
並
び
に
研

究
の
推
進
、
医
薬
品
の
研
究
開
発
、
病
原
体
等
の
検
査
体
制
の
確
立
、
人
材
養

究
の
推
進
、
医
薬
品
の
研
究
開
発
、
病
原
体
等
の
検
査
体
制
の
確
立
、
人
材
養

成
、
啓
発
や
知
識
の
普
及
、
特
定
病
原
体
等
を
適
正
に
取
り
扱
う
体
制
の
確
保

成
、
啓
発
や
知
識
の
普
及
、
特
定
病
原
体
等
を
適
正
に
取
り
扱
う
体
制
の
確
保

と
と
も
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
、
地
方
公
共
団
体
相
互
の
連
携
と
役
割
分
担

と
と
も
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
、
地
方
公
共
団
体
相
互
の
連
携
と
役
割
分
担

を
明
確
に
し
、
海
外
の
国
際
機
関
等
と
の
連
携
を
通
じ
た
国
際
協
力
を
積
極
的

を
明
確
に
し
、
海
外
の
国
際
機
関
等
と
の
連
携
を
通
じ
た
国
際
協
力
を
積
極
的

に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
症
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
症
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
指
針
は
、
感
染
症
の
予
防
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
指

本
指
針
は
、
感
染
症
の
予
防
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
指

針
で
あ
り
、
本
指
針
、
本
指
針
に
即
し
て
都
道
府
県
等
（
都
道
府
県
並
び
に
保

針
で
あ
り
、
本
指
針
、
本
指
針
に
即
し
て
都
道
府
県
が
策
定
す
る
予
防
計
画
（

健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
（
以
下
「
保
健
所
設
置
市
等
」
と
い
う
。
）

以
下
「
予
防
計
画
」
と
い
う
。
）
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
策
定
す
る
特
定
感
染

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
策
定
す
る
予
防
計
画
、
厚
生
労
働
大
臣
が
策
定
す

症
予
防
指
針
が
そ
れ
ぞ
れ
整
合
性
が
取
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
も
っ
て
、
感

る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
、
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）

染
症
対
策
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
策
定
す
る
基
本
指
針
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
百
五
号
）
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
策
定
す
る
医
療
計
画
並
び
に
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
。

以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
作
成
す
る
都
道
府

県
行
動
計
画
及
び
保
健
所
設
置
市
等
の
長
が
作
成
す
る
市
町
村
行
動
計
画
が
そ
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れ
ぞ
れ
整
合
性
が
取
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
も
っ
て
、
感
染
症
対
策
が
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
本
指
針
に
つ
い
て
は
、
施
行
後
の
状
況
変
化
等
に
的
確
に
対
応
す
る

な
お
、
本
指
針
に
つ
い
て
は
、
施
行
後
の
状
況
変
化
等
に
的
確
に
対
応
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
法
第
九
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
に

必
要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
法
第
九
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
に

関
す
る
施
策
の
効
果
に
関
す
る
評
価
及
び
第
九
の
体
制
の
確
保
に
係
る
目
標
を

関
す
る
施
策
の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
、
少
な
く
と
も
六
年
ご
と
に
再

踏
ま
え
、
本
指
針
に
お
け
る
第
五
、
第
六
、
第
十
、
第
十
一
、
第
十
三
、
第
十

検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
い
く
も
の

五
、
第
十
六
及
び
第
十
八
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
三
年
ご
と

で
あ
る
。

に
、
第
一
か
ら
第
四
ま
で
、
第
七
か
ら
第
九
ま
で
、
第
十
二
、
第
十
四
、
第
十

七
及
び
第
十
九
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
六
年
ご
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
い

く
も
の
で
あ
る
。

第
一

感
染
症
の
予
防
の
推
進
の
基
本
的
な
方
向

第
一

感
染
症
の
予
防
の
推
進
の
基
本
的
な
方
向

一

事
前
対
応
型
行
政
の
構
築

一

事
前
対
応
型
行
政
の
構
築

感
染
症
対
策
は
、
国
内
外
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、

感
染
症
対
策
は
、
国
内
外
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、

分
析
並
び
に
国
民
及
び
医
師
等
医
療
関
係
者
へ
の
公
表
（
以
下
「
感
染
症

分
析
並
び
に
国
民
及
び
医
師
等
医
療
関
係
者
へ
の
公
表
（
以
下
「
感
染
症

発
生
動
向
調
査
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
（
以
下

発
生
動
向
調
査
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
（
以
下

「
感
染
症
発
生
動
向
調
査
体
制
」
と
い
う
。
）
の
整
備
、
本
指
針
、
予
防

「
感
染
症
発
生
動
向
調
査
体
制
」
と
い
う
。
）
の
整
備
、
本
指
針
、
予
防

計
画
及
び
特
定
感
染
症
予
防
指
針
に
基
づ
く
取
組
を
通
じ
て
、
普
段
か
ら

計
画
及
び
特
定
感
染
症
予
防
指
針
に
基
づ
く
取
組
を
通
じ
て
、
普
段
か
ら

感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
防
止
し
て
い
く
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
事

感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
防
止
し
て
い
く
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
事

前
対
応
型
の
行
政
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

前
対
応
型
の
行
政
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
、
保
健
所
設
置
市
等
、
感
染
症
指
定

医
療
機
関
、
診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
、
消
防
機
関
そ
の
他
の

関
係
機
関
（
高
齢
者
施
設
等
の
関
係
団
体
等
を
含
む
。
）
で
構
成
さ
れ
る

都
道
府
県
連
携
協
議
会
を
通
じ
、
予
防
計
画
等
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
と

と
も
に
、
予
防
計
画
に
基
づ
く
取
組
状
況
を
毎
年
報
告
し
、
進
捗
確
認
を

行
う
こ
と
で
、
平
時
よ
り
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
防
止
し
て
い
く

た
め
の
取
組
を
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く

改
善
を
図
り
、
実
施
状
況
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
果
た
す
べ
き
役
割

五

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
果
た
す
べ
き
役
割

１

（
略
）

１

（
略
）
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２

都
道
府
県
連
携
協
議
会
は
、
法
に
基
づ
く
予
防
計
画
の
策
定
等
を
通

（
新
設
）

じ
て
、
都
道
府
県
、
保
健
所
設
置
市
等
そ
の
他
の
関
係
者
の
平
時
か
ら

の
意
思
疎
通
、
情
報
共
有
、
連
携
の
推
進
を
目
的
に
、
各
都
道
府
県
に

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
即
し
て
設
置
す
る
こ
と
。
そ
の
上
で
、
予

防
計
画
の
協
議
等
を
行
う
場
で
も
あ
る
都
道
府
県
連
携
協
議
会
で
議
論

す
る
内
容
は
広
範
に
及
ぶ
た
め
、
全
体
を
統
括
す
る
役
割
と
、
予
防
計

画
の
項
目
等
に
沿
っ
て
、
各
論
点
ご
と
に
議
論
す
る
役
割
に
分
け
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

３

予
防
計
画
の
作
成
者
た
る
都
道
府
県
と
、
当
該
都
道
府
県
の
管
内
の

２

予
防
計
画
の
作
成
者
た
る
都
道
府
県
と
、
感
染
症
対
策
の
多
く
を
担

保
健
所
設
置
市
等
は
、
各
々
の
予
防
計
画
に
沿
っ
て
感
染
症
対
策
を
行

う
こ
と
に
な
る
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
は
、
相
互
に
連
携

う
が
、
保
健
所
設
置
市
等
に
お
い
て
も
、
基
本
指
針
及
び
都
道
府
県
が

し
て
感
染
症
対
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

策
定
す
る
予
防
計
画
に
即
し
て
予
防
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
鑑
み
、

都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
通
じ
て
、
予
防
計
画
を
立
案
す
る
段
階
か

ら
、
相
互
に
連
携
し
て
感
染
症
対
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

４

都
道
府
県
等
に
お
い
て
は
、
保
健
所
に
つ
い
て
は
地
域
に
お
け
る
感

３

国
及
び
都
道
府
県
等
（
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特

染
症
対
策
の
中
核
的
機
関
と
し
て
、
ま
た
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
（
地

別
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
保
健
所
に
つ
い
て
は
地

域
保
健
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
同
法
第
五
条
第
一
項

域
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関
と
し
て
、
ま
た
、
地
方
衛
生

に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
機
関
（
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
業

研
究
所
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症
の
技
術
的
か
つ
専

務
を
他
の
機
関
に
行
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
機
関
）
を
い
う
。
以
下
同

門
的
な
機
関
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役

じ
。
）
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症
の
技
術
的
か
つ
専

割
が
十
分
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
機
能
強
化
を
は
じ
め
と
し

門
的
な
機
関
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役

た
対
応
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

割
が
十
分
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
、
体
制
整
備
や
人
材
育
成
等
の
取
組
を

計
画
的
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
国
に
お
い
て
都
道
府
県

等
が
行
う
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

５

国
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
た
応
援
職
員
の
派
遣
の
仕
組
み
の

（
新
設
）

整
備
、
応
援
職
員
の
人
材
育
成
支
援
等
を
通
じ
て
都
道
府
県
等
の
取
組

を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
（
以
下

「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
、
危
機
管
理
の
教
育
を
受
け
た
感
染
症
の
専
門
家
や
保
健

師
等
の
派
遣
、
患
者
の
移
送
等
の
総
合
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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６

都
道
府
県
は
、
平
時
か
ら
感
染
症
対
応
が
可
能
な
専
門
職
を
含
む
人

（
新
設
）

材
の
確
保
、
他
の
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
人
材
派
遣
、
国
及
び
他
の
地

方
公
共
団
体
か
ら
の
人
材
の
受
入
れ
等
に
関
す
る
体
制
を
構
築
す
る
必

要
が
あ
る
。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に

は
、
情
報
集
約
、
地
方
公
共
団
体
間
調
整
、
業
務
の
一
元
化
等
の
対
応

に
よ
り
、
保
健
所
設
置
市
等
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
。

７

都
道
府
県
等
は
、
複
数
の
都
道
府
県
等
に
わ
た
る
広
域
的
な
地
域
に

４

都
道
府
県
等
は
、
複
数
の
都
道
府
県
等
に
わ
た
る
広
域
的
な
地
域
に

感
染
症
の
ま
ん
延
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
は
、
近
隣
の
都
道
府
県
等

感
染
症
の
ま
ん
延
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
は
、
近
隣
の
都
道
府
県
等

や
、
人
及
び
物
資
の
移
動
に
関
し
て
関
係
の
深
い
都
道
府
県
等
と
相
互

や
、
人
及
び
物
資
の
移
動
に
関
し
て
関
係
の
深
い
都
道
府
県
等
と
相
互

に
協
力
し
な
が
ら
感
染
症
対
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ

に
協
力
し
な
が
ら
感
染
症
対
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
場
合
に
備
え
る
た
め
、
国
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
こ
れ
ら
の
都
道

う
な
場
合
に
備
え
る
た
め
、
国
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
こ
れ
ら
の
都
道

府
県
等
と
の
協
力
体
制
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
協
議
を
し
て
お
く
こ
と

府
県
等
と
の
協
力
体
制
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
協
議
を
し
て
お
く
こ
と

が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公

が
望
ま
し
い
。

表
期
間
に
お
い
て
、
迅
速
に
体
制
を
移
行
し
、
対
策
が
実
行
で
き
る
よ

う
、
医
療
提
供
体
制
、
保
健
所
、
検
査
及
び
宿
泊
療
養
の
対
応
能
力
を

構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

８

市
町
村
は
、
自
宅
療
養
者
等
の
療
養
環
境
の
整
備
等
、
都
道
府
県
が

（
新
設
）

実
施
す
る
施
策
へ
の
協
力
や
感
染
状
況
等
の
情
報
提
供
、
相
談
対
応
を

通
じ
て
住
民
に
身
近
な
立
場
か
ら
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
防
止

を
図
る
必
要
が
あ
る
。

六

（
略
）

六

（
略
）

七

医
師
等
の
果
た
す
べ
き
役
割

七

医
師
等
の
果
た
す
べ
き
役
割

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
は
、
感
染
症
の
入
院
患
者
の
医
療
そ

（
新
設
）

の
他
必
要
な
医
療
の
実
施
に
つ
い
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
講
ず

る
措
置
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
特
に
公
的
医
療
機
関
等
（
法
第
三

十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
地
域
医
療
支
援
病
院
及
び
特
定
機
能
病
院
は
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

感
染
症
、
指
定
感
染
症
又
は
新
感
染
症
（
以
下
「
新
興
感
染
症
」
と
い

う
。
）
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
必
要
な
措
置
を
迅
速
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か
つ
適
確
に
講
ず
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
が
通
知
す
る
医
療
の
提
供

等
の
事
項
に
つ
い
て
、
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
～
十

（
略
）

八
～
十

（
略
）

第
二

感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

第
二

感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

一

感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
考
え
方

一

感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
考
え
方

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

予
防
接
種
に
よ
る
予
防
が
可
能
で
あ
り
、
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
及
び

３

予
防
接
種
に
よ
る
予
防
が
可
能
で
あ
り
、
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
及
び

安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
実
施
体
制
の
整
備

安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
実
施
体
制
の
整
備

等
を
進
め
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
基

等
を
進
め
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
基

づ
き
適
切
に
予
防
接
種
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
市

づ
き
適
切
に
予
防
接
種
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
市

町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
第
十
一
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
は
、
地
域

町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
地
域
の
医
師
会
等
と
十

の
医
師
会
等
と
十
分
な
連
携
を
行
い
、
個
別
接
種
の
推
進
そ
の
他
の
対

分
な
連
携
を
行
い
、
個
別
接
種
の
推
進
そ
の
他
の
対
象
者
が
接
種
を
よ

象
者
が
接
種
を
よ
り
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
を
地

り
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
を
地
域
の
実
情
に
応
じ

域
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
及
び
地
方
公
共

て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は

団
体
に
お
い
て
は
、
国
民
が
予
防
接
種
を
受
け
よ
う
と
希
望
す
る
場
合

、
国
民
が
予
防
接
種
を
受
け
よ
う
と
希
望
す
る
場
合
、
予
防
接
種
が
受

、
予
防
接
種
が
受
け
ら
れ
る
場
所
、
機
関
等
に
つ
い
て
の
情
報
を
積
極

け
ら
れ
る
場
所
、
機
関
等
に
つ
い
て
の
情
報
を
積
極
的
に
提
供
し
て
い

的
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

感
染
症
発
生
動
向
調
査

二

感
染
症
発
生
動
向
調
査

１

（
略
）

１

（
略
）

２

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
五
類

２

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
五
類

感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
指
定
感
染
症
及
び
新
感

感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
及
び
新
感
染
症
の
情
報
収

染
症
の
情
報
収
集
、
分
析
及
び
公
表
に
つ
い
て
、
精
度
管
理
を
含
め
て

集
、
分
析
及
び
公
表
に
つ
い
て
、
精
度
管
理
を
含
め
た
全
国
一
律
の
基

全
国
的
に
統
一
的
な
体
系
で
進
め
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
国

準
及
び
体
系
で
進
め
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
国
及
び
都
道
府

及
び
都
道
府
県
等
は
、
特
に
現
場
の
医
師
に
対
し
て
、
感
染
症
発
生
動

県
等
は
、
特
に
現
場
の
医
師
に
対
し
て
、
感
染
症
発
生
動
向
調
査
の
重

向
調
査
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
求
め
、
医
師
会
等
を
通
じ
、
そ

要
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
求
め
、
医
師
会
等
を
通
じ
、
そ
の
協
力
を
得

の
協
力
を
得
な
が
ら
、
適
切
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
が
ら
、
適
切
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

３

こ
の
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は
、
法
第
十
二
条
に
規

３

こ
の
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は
、
法
第
十
二
条
に
規

定
す
る
届
出
の
義
務
に
つ
い
て
、
医
師
会
等
を
通
じ
て
周
知
を
行
い
、

定
す
る
届
出
の
義
務
に
つ
い
て
、
医
師
会
等
を
通
じ
て
周
知
を
行
い
、

病
原
体
の
提
出
を
求
め
る
と
と
も
に
、
最
新
の
医
学
的
知
見
を
踏
ま
え

病
原
体
の
提
出
を
求
め
る
と
と
も
に
、
最
新
の
医
学
的
知
見
を
踏
ま
え

た
感
染
症
発
生
動
向
調
査
の
実
施
方
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
の
検
討
や

、
感
染
症
発
生
動
向
調
査
の
実
施
方
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
す
る

デ
ジ
タ
ル
化
が
進
む
中
で
の
迅
速
か
つ
効
果
的
に
情
報
を
収
集
・
分
析

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
及
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す
る
方
策
に
つ
い
て
の
検
討
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た

び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
定
量
的

、
都
道
府
県
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に

な
感
染
症
の
種
類
ご
と
の
罹
患
率
等
の
推
定
を
含
め
て
、
感
染
症
の
発

り

規
定
す
る
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
定
量
的
な
感
染
症
の
種
類
ご
と
の
罹

生
の
状
況
及
び
動
向
の
正
確
な
把
握
が
で
き
る
よ
う
に
行
う
こ
と
が
重

り

患
率
等
の
推
定
を
含
め
て
、
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
正
確

要
で
あ
る
。

な
把
握
が
で
き
る
よ
う
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
及
び
五
類
感
染
症
の
疑

６

二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
及
び
五
類
感
染
症
の
疑

似
症
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

似
症
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

め
の
措
置
が
迅
速
か
つ
適
切
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

め
の
措
置
が
迅
速
か
つ
適
切
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

第
十
四
条
に
規
定
す
る
指
定
届
出
機
関
か
ら
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
届

第
十
四
条
に
規
定
す
る
指
定
届
出
機
関
か
ら
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
届

出
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
類
感
染
症
、

出
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
又
は
五
類
感
染
症
の
疑
似
症
に
つ
い
て
、

厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
と
き
は
、
指
定
届
出
機
関
以
外
の
病
院
又
は

診
療
所
の
医
師
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
届
出
を
求
め
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

７

感
染
症
の
病
原
体
の
迅
速
か
つ
正
確
な
特
定
は
、
患
者
へ
の
良
質
か

７

感
染
症
の
病
原
体
の
迅
速
か
つ
正
確
な
特
定
は
、
患
者
へ
の
良
質
か

つ
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
感
染

つ
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
感
染

症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に
極
め
て
重
要
な
意
義

症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に
極
め
て
重
要
な
意
義

を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
国
立
感
染

を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
地
方
衛
生

症
研
究
所
及
び
地
方
衛
生
研
究
所
等
を
中
心
と
し
て
、
病
原
体
に
関
す

研
究
所
等
を
中
心
と
し
て
、
病
原
体
に
関
す
る
情
報
が
統
一
的
に
収
集

る
情
報
が
統
一
的
に
収
集
、
分
析
及
び
公
表
さ
れ
る
体
制
を
構
築
す
る

、
分
析
及
び
公
表
さ
れ
る
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
患
者
に
関
す

と
と
も
に
、
患
者
に
関
す
る
情
報
と
と
も
に
全
国
一
律
の
基
準
及
び
体

る
情
報
と
と
も
に
全
国
一
律
の
基
準
及
び
体
系
で
一
元
的
に
機
能
す
る

系
で
一
元
的
に
機
能
す
る
感
染
症
発
生
動
向
調
査
体
制
を
構
築
す
る
必

感
染
症
発
生
動
向
調
査
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
地
方

要
が
あ
る
。
ま
た
、
国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
地
方
衛
生
研
究
所
等
が

衛
生
研
究
所
が
必
要
に
応
じ
て
医
療
機
関
等
の
協
力
も
得
な
が
ら
、
病

必
要
に
応
じ
て
医
療
機
関
等
の
協
力
も
得
な
が
ら
、
病
原
体
の
収
集
・

原
体
の
収
集
・
分
析
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

分
析
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

８

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
の
新
興
感
染
症
が
発
生
し
た
場

８

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
出
現
し
た
場
合
の
健
康
危
機
管

合
の
健
康
危
機
管
理
体
制
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

理
体
制
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
等
の
出
現
を
迅
速
か
つ
的
確
に
把
握

ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
の
出
現
を
迅
速
か
つ
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
欠

す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
国
に
お
い
て
は
、
検
疫
及
び
国
内
で
の

で
あ
る
。
国
に
お
い
て
は
、
国
内
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
等
の
監
視
体
制
を
一
層
強
化
す
る
と

の
監
視
体
制
を
一
層
強
化
す
る
と
と
も
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
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と
も
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
等
の
出
現
が
予
想
さ
れ
る

イ
ル
ス
の
出
現
が
予
想
さ
れ
る
地
域
を
視
野
に
入
れ
た
国
内
外
の
情
報

地
域
を
視
野
に
入
れ
た
国
内
外
の
情
報
収
集
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と

収
集
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

が
重
要
で
あ
る
。

９

世
界
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

９

世
界
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

ス
等
が
出
現
し
、
又
は
流
行
し
た
場
合
に
は
、
国
は
、
世
界
保
健
機
関

ス
が
出
現
し
、
又
は
流
行
し
た
場
合
に
は
、
国
は
、
世
界
保
健
機
関
等

等
と
連
携
し
た
上
で
、
感
染
症
に
関
す
る
早
期
警
戒
と
対
策
の
た
め
の

と
連
携
し
た
上
で
、
感
染
症
に
関
す
る
早
期
警
戒
と
対
策
の
た
め
の
ネ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
感
染
症
警
報
・
対
応
ネ
ッ
ト
ワ

ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
感
染
症
警
報
・
対
応
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ー
ク
」
を
速
や
か
に
活
用
し
、
情
報
を
収
集
す
る
。
こ
の
他
、
海
外
の

ク
」
を
速
や
か
に
活
用
し
、
情
報
を
収
集
す
る
。
こ
の
他
、
海
外
の
感

感
染
症
の
発
生
の
状
況
、
動
向
及
び
原
因
に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
つ

染
症
の
発
生
の
状
況
、
動
向
及
び
原
因
に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
つ
い

い
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
を
は
じ
め
と
し
て
関
係
各
機
関
の
役
割

て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
を
は
じ
め
と
し
て
関
係
各
機
関
の
役
割
分

分
担
の
下
、
積
極
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

担
の
下
、
積
極
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

検
疫
所
に
お
け
る
感
染
症
の
国
内
へ
の
侵
入
予
防
対
策

六

検
疫
所
に
お
け
る
感
染
症
の
国
内
へ
の
侵
入
予
防
対
策

検
疫
所
は
、
国
内
に
常
在
し
な
い
感
染
症
の
病
原
体
が
船
舶
又
は
航
空

検
疫
所
は
、
感
染
症
の
病
原
体
の
国
内
へ
の
侵
入
防
止
の
た
め
、
検
疫

機
を
介
し
て
国
内
に
侵
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
検
疫
法
（
昭
和

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
基
づ
き
次
の
事
務
を
行
う
。

二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
基
づ
き
次
の
事
務
を
行
う
。

１

船
舶
又
は
航
空
機
の
乗
客
等
に
つ
い
て
、
質
問
、
診
察
及
び
検
査
等

１

船
舶
、
航
空
機
等
の
乗
客
等
に
つ
い
て
、
質
問
、
診
察
及
び
検
査
に

を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
検
疫
感
染
症
の
患
者
の
有
無
を
確
認
す
る
。

よ
り
検
疫
感
染
症
の
患
者
の
有
無
を
確
認
し
、
患
者
発
見
時
に
は
、
感

ま
た
、
貨
物
等
に
つ
い
て
も
検
査
及
び
防
疫
措
置
を
実
施
す
る
。

染
症
指
定
医
療
機
関
等
へ
の
隔
離
、
停
留
及
び
消
毒
等
の
措
置
を
実
施

す
る
。
貨
物
等
に
つ
い
て
も
検
査
及
び
防
疫
措
置
を
実
施
す
る
。

（
削
る
）

２

検
疫
感
染
症
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
で
停
留
し
な

い
も
の
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
感
染
症
の
潜
伏
期
間
を
考
慮

し
た
一
定
期
間
、
当
該
者
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
、
健

康
状
態
の
異
状
に
つ
い
て
の
有
無
を
確
認
す
る
。

２

感
染
症
の
病
原
体
の
国
内
へ
の
侵
入
防
止
を
図
る
た
め
、
入
国
者
等

３

感
染
症
の
病
原
体
の
国
内
へ
の
侵
入
防
止
を
図
る
た
め
、
出
入
国
者

の
求
め
に
応
じ
、
検
疫
感
染
症
及
び
検
疫
感
染
症
以
外
の
検
疫
法
施
行

等
の
求
め
に
応
じ
、
検
疫
感
染
症
及
び
検
疫
感
染
症
以
外
の
検
疫
法
施

令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号
）
で
定
め
る
感
染
症
に
関

行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
三
百
七
十
七
号
）
で
定
め
る
感
染
症
に
関

す
る
診
察
や
病
原
体
の
有
無
に
関
す
る
検
査
を
行
う
と
と
も
に
、
出
国

す
る
診
察
、
病
原
体
の
有
無
に
関
す
る
検
査
、
予
防
接
種
等
の
業
務
を

者
に
対
し
て
、
予
防
接
種
等
の
業
務
を
実
施
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
海
外

実
施
す
る
と
と
も
に
、
海
外
に
お
け
る
検
疫
感
染
症
の
発
生
状
況
等
を

に
お
け
る
検
疫
感
染
症
の
発
生
状
況
等
を
把
握
し
、
必
要
な
情
報
を
提

把
握
し
、
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
。

供
す
る
。
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３

検
疫
港
又
は
検
疫
飛
行
場
の
一
定
区
域
内
に
お
い
て
、
検
疫
感
染
症

４

検
疫
港
又
は
検
疫
飛
行
場
の
一
定
区
域
内
に
あ
る
船
舶
、
航
空
機
等

及
び
こ
れ
に
準
ず
る
感
染
症
の
病
原
体
を
媒
介
す
る
ね
ず
み
族
及
び
虫

に
つ
い
て
、
検
疫
感
染
症
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
感
染
症
の
病
原
体
を
媒

類
と
い
っ
た
媒
介
動
物
等
の
調
査
を
行
い
、
当
該
区
域
内
に
お
い
て
検

介
す
る
ね
ず
み
族
及
び
昆
虫
等
の
病
原
体
保
有
検
査
、
蚊
の
発
生
動
向

疫
感
染
症
等
が
流
行
し
、
又
は
流
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

調
査
等
を
行
い
、
航
空
会
社
等
に
対
す
る
感
染
症
の
病
原
体
を
媒
介
す

き
は
、
媒
介
動
物
等
の
駆
除
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機

る
蚊
に
係
る
対
策
の
要
請
、
蚊
の
捕
獲
そ
の
他
の
防
疫
措
置
を
実
施
す

関
へ
通
報
す
る
。

る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機
関
へ
通
報
す
る
。

４

検
疫
所
長
は
、
医
療
機
関
に
迅
速
か
つ
適
確
に
入
院
を
委
託
す
る
こ

５

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
新
型

と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
医
療
機
関
の

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
及
び
指
定
感
染
症
の
病
原
体
の
保
有
が
明

管
理
者
と
協
議
し
、
合
意
が
成
立
し
た
と
き
は
、
協
定
を
締
結
す
る
。

ら
か
に
な
っ
た
場
合
又
は
２
に
よ
り
入
国
者
の
健
康
状
態
の
異
状
を
確

当
該
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
協
定
に

認
し
た
場
合
に
は
、
関
係
都
道
府
県
等
へ
の
通
知
に
よ
り
、
国
内
の
感

係
る
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
く

染
症
対
策
と
の
連
携
を
図
る
。

。
ま
た
、
当
該
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
該
協
定
に
係
る
医
療
機

関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該

協
定
の
内
容
を
通
知
す
る
。

七

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

七

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

感
染
症
の
予
防
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
国

感
染
症
の
予
防
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
国

や
地
方
公
共
団
体
の
感
染
症
対
策
部
門
、
食
品
保
健
部
門
、
環
境
衛
生
部

や
地
方
公
共
団
体
の
感
染
症
対
策
部
門
、
食
品
保
健
部
門
、
環
境
衛
生
部

門
等
が
適
切
に
連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
基
本
で
あ
る
が
、
学
校
、
企

門
等
が
適
切
に
連
携
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
基
本
で
あ
る
が
、
学
校
、
企

業
等
の
関
係
機
関
及
び
団
体
等
と
も
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

業
等
の
関
係
機
関
及
び
団
体
等
と
も
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
連
携
体
制
、
地
方
公
共
団
体
相
互
の
連

さ
ら
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
連
携
体
制
、
地
方
公
共
団
体
相
互
の
連

携
体
制
、
行
政
機
関
と
医
師
会
等
の
専
門
職
能
団
体
や
高
齢
者
施
設
等
関

携
体
制
、
行
政
機
関
と
医
師
会
等
の
医
療
関
係
団
体
の
連
携
体
制
を
構
築

係
団
体
等
の
関
係
団
体
の
連
携
体
制
を
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
通

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

じ
て
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
広
域
で
の
対
応
に
備
え
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
連
携
強
化

や
都
道
府
県
等
間
の
連
携
強
化
を
図
る
ほ
か
、
管
内
及
び
管
内
周
辺
に
検

疫
所
が
あ
る
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は
、
検
疫
所
と
の
連
携
体
制
を
あ
ら

か
じ
め
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

八

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

八

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
感
染
症
の
発
生
の
予
防

予
防
計
画
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
即
し
た
感
染
症
の
発
生
の
予
防

の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
七
ま

の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
七
ま

で
に
定
め
る
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

で
に
定
め
る
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
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つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１
～
４

（
略
）

１
～
４

（
略
）

５

感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
都
道
府
県
等
に
お
け
る
関
係
部
局

５

感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
都
道
府
県
に
お
け
る
関
係
部
局
の

の
連
携
や
医
師
会
等
の
専
門
職
能
団
体
や
高
齢
者
施
設
等
関
係
団
体
等

連
携
や
医
師
会
等
の
医
療
関
係
団
体
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

６

都
道
府
県
等
に
お
け
る
保
健
所
及
び
地
方
衛
生
研
究
所
等
の
体
制
強

６

都
道
府
県
等
に
お
け
る
保
健
所
及
び
地
方
衛
生
研
究
所
の
役
割
分
担

化
、
役
割
分
担
及
び
両
者
の
連
携
に
関
す
る
事
項

及
び
両
者
の
連
携
に
関
す
る
事
項

７

保
健
所
間
の
連
携
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

８

検
疫
所
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

第
三

感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

第
三

感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

一

患
者
等
発
生
後
の
対
応
時
の
対
応
に
関
す
る
考
え
方

一

患
者
発
生
後
の
対
応
時
の
対
応
に
関
す
る
考
え
方

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
情
報
（
新
興
感
染
症
の
発
生
の
状
況
、
動
向
及

（
新
設
）

び
原
因
に
関
す
る
情
報
に
限
る
。
）
の
公
表
に
関
し
、
当
該
情
報
に
関

す
る
住
民
の
理
解
の
増
進
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
市
町
村
長
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。
ま
た
、
当
該
協
力
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
協
力

を
求
め
た
市
町
村
長
に
対
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
留
意
の
上
、
患
者

数
及
び
患
者
の
居
住
地
域
等
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
・
５

（
略
）

３
・
４

（
略
）

６

事
前
対
応
型
行
政
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は

５

事
前
対
応
型
行
政
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は

、
特
定
の
地
域
に
感
染
症
が
集
団
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
医
師
会
等

、
特
定
の
地
域
に
感
染
症
が
集
団
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
医
師
会
等

の
専
門
職
能
団
体
や
高
齢
者
施
設
等
関
係
団
体
等
、
近
隣
の
地
方
公
共

の
医
療
関
係
団
体
や
近
隣
の
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
及
び
連
携

団
体
と
の
役
割
分
担
及
び
連
携
体
制
に
つ
い
て
、
ま
ん
延
の
防
止
の
観

体
制
に
つ
い
て
、
ま
ん
延
の
防
止
の
観
点
か
ら
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お

点
か
ら
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

７
・
８

（
略
）

６
・
７

（
略
）

二

検
体
の
採
取
等
、
健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院

二

検
体
の
採
取
等
、
健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

国
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に
お

（
新
設
）

い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
管
理

者
等
に
対
し
、
当
該
感
染
症
の
患
者
若
し
く
は
所
見
が
あ
る
者
の
検
体
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又
は
当
該
感
染
症
の
病
原
体
の
全
部
又
は
一
部
の
提
出
を
要
請
し
、
例

え
ば
、
そ
の
中
で
得
ら
れ
た
検
査
結
果
と
、
発
生
届
や
退
院
届
等
の
情

報
を
連
結
解
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
重
篤
性
等
の
当
該
感
染
症
の
特
性

の
分
析
に
資
す
る
情
報
を
把
握
し
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
等
に
還
元

し
患
者
の
診
療
等
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
政
策
に
反
映
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

４
～
７

（
略
）

３
～
６

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

積
極
的
疫
学
調
査

五

積
極
的
疫
学
調
査

１

（
略
）

１

（
略
）

２

積
極
的
疫
学
調
査
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う

（
新
設
）

そ
の
趣
旨
を
よ
く
説
明
し
、
理
解
を
得
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
ま
た
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
又
は
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
に
つ
い

て
は
、
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
指
示
、
罰
則
の
対
象

と
な
る
こ
と
を
、
人
権
に
配
慮
し
あ
ら
か
じ
め
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

３
～
５

（
略
）

２
～
４

（
略
）

六

指
定
感
染
症
の
指
定

六

指
定
感
染
症
の
指
定

国
は
、
指
定
感
染
症
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
感
染
力
や
重
篤
性
等
を

国
は
、
指
定
感
染
症
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
感
染
力
や
重
篤
性
等
を

勘
案
し
て
、
健
康
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
緊
急
避
難
的
に
法
に
規
定
す
る

勘
案
し
て
、
健
康
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
緊
急
避
難
的
に
法
に
規
定
す
る

措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
発
動
で
き
る
も
の
と
し
た
と
い
う
趣
旨
を
踏
ま

措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
発
動
で
き
る
も
の
と
し
た
と
い
う
趣
旨
を
踏
ま

え
、
指
定
す
べ
き
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
根
拠
を
明
示
し
て
厚
生
科
学
審

え
、
指
定
す
べ
き
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
根
拠
を
明
示
し
て
厚
生
科
学
審

議
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
意
思
決
定
の
過
程
の
透
明
化
を
図
ら
な

議
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
意
思
決
定
の
過
程
の
透
明
化
を
図
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
が
重

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

篤
で
あ
り
、
か
つ
、
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

と
認
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
や
必
要
な
情
報
を
公
表
す
る
。

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

十

患
者
等
発
生
後
の
対
応
時
に
お
け
る
検
疫
所
の
対
応

十

患
者
発
生
後
の
対
応
時
に
お
け
る
検
疫
所
の
対
応

水
際
対
策
は
、
国
内
体
制
を
整
備
す
る
ま
で
の
時
間
を
確
保
す
る
た
め

国
内
に
常
在
し
な
い
感
染
症
の
患
者
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

の
措
置
で
も
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
内
に
常
在
し
な
い
感
染
症
の
患
者

検
疫
所
は
、
当
該
感
染
症
に
つ
い
て
、
第
二
の
六
の
１
、
２
、
４
及
び
５
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等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
検
疫
所
は
、
当
該
感
染
症
に
対
し
て

に
定
め
る
対
応
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

次
の
措
置
を
実
施
す
る
。

１

船
舶
又
は
航
空
機
の
乗
客
等
に
つ
い
て
実
施
し
た
質
問
、
診
察
及
び

（
新
設
）

検
査
等
の
結
果
に
よ
り
検
疫
感
染
症
（
検
疫
法
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ

る
感
染
症
を
除
く
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
患
者
及
び
新
感
染
症
の

所
見
が
あ
る
者
を
発
見
し
た
際
に
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
感
染

症
指
定
医
療
機
関
等
に
患
者
等
を
移
送
し
、
隔
離
又
は
停
留
の
措
置
を

実
施
す
る
。
検
疫
所
に
よ
る
隔
離
又
は
停
留
の
措
置
を
実
施
す
る
場
合

に
は
、
当
該
措
置
に
係
る
調
整
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
検
疫
所
及

び
関
係
機
関
が
相
互
に
緊
密
な
連
携
を
図
る
。

２

検
疫
感
染
症
及
び
新
感
染
症
の
病
原
体
に
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る

（
新
設
）

者
で
停
留
さ
れ
な
い
も
の
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
感
染
症
の

潜
伏
期
間
を
考
慮
し
た
一
定
期
間
、
当
該
者
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
の

報
告
を
求
め
、
健
康
状
態
の
異
状
に
つ
い
て
の
有
無
を
確
認
す
る
。

３

隔
離
又
は
停
留
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
者
と
の
連
携
を
図

（
新
設
）

り
な
が
ら
、
必
要
な
療
養
施
設
等
を
確
保
す
る
。

な
お
、
検
疫
手
続
の
対
象
と
な
る
入
国
者
に
つ
い
て
、
一
類
感
染
症

、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
感
染
症
若
し
く
は
指
定
感
染
症
の
病
原
体
の
保
有
が
明
ら
か
に
な

っ
た
場
合
又
は
２
に
よ
り
入
国
者
の
健
康
状
態
の
異
状
を
確
認
し
た
場

合
に
は
、
関
係
都
道
府
県
等
へ
の
通
知
に
よ
り
、
国
内
の
感
染
症
対
策

と
の
連
携
を
図
る
。

十
一
・
十
二

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
削
る
）

第
四

感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項

一

感
染
症
に
係
る
医
療
提
供
の
考
え
方

１

近
年
の
医
学
・
医
療
の
著
し
い
進
歩
に
よ
り
、
多
く
の
感
染
症
に
つ

い
て
治
癒
が
可
能
と
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
感
染
症
の
患
者
に
対

し
て
早
期
に
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
提
供
し
、
重
症
化
を
防
ぐ
と
と

も
に
、
感
染
症
の
病
原
体
の
感
染
力
を
減
弱
し
、
か
つ
、
消
失
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
周
囲
へ
の
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
こ
と
を
施
策
の

基
本
で
あ
る
。
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２

実
際
の
医
療
現
場
に
お
い
て
は
、
感
染
症
に
係
る
医
療
は
特
殊
な
も

の
で
は
な
く
、
ま
ん
延
防
止
を
担
保
し
な
が
ら
一
般
の
医
療
の
延
長
線

上
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療

の
提
供
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
特
定
感
染
症
指
定
医

療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及
び
第
二
種
感
染
症
指
定
医

療
機
関
に
お
い
て
は
、
①
感
染
症
の
患
者
に
対
し
て
は
、
感
染
症
の
ま

ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
と
っ
た
上
で
、
で
き
る
限
り
感
染
症
以

外
の
患
者
と
同
様
の
療
養
環
境
に
お
い
て
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
、
②

通
信
の
自
由
が
実
効
的
に
担
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
、
③
患
者
が
い
た
ず
ら
に
不
安
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
十
分
な
説
明

及
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
（
相
談
）
を
患
者
の
心
身
の
状
況
を
踏
ま
え
つ

つ
行
う
こ
と
等
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
結
核
指
定
医
療
機
関
に
お
い

て
は
、
患
者
に
薬
物
療
法
を
含
め
た
治
療
の
必
要
性
に
つ
い
て
十
分
に

説
明
し
、
理
解
及
び
同
意
を
得
て
治
療
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第

二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及
び
結
核
指
定
医
療
機
関
は
、
そ
の
機
能

に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
相
互
の
連
携
体

制
や
、
国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療

研
究
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
体
制
の
構
築
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制

１

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
並
び
に
一
類
感
染

症
、
二
類
感
染
症
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
の
入

院
を
担
当
さ
せ
る
医
療
機
関
と
し
て
、
総
合
的
な
診
療
機
能
と
と
も
に

集
中
治
療
室
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
設
備
を
有
す
る
病
院
に
つ
い
て
、
そ

の
開
設
者
の
同
意
を
得
て
、
当
該
病
院
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
知
事
と
協
議
し
た
上
で
、
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
を
指
定
す
る

こ
と
と
す
る
。

２

特
定
の
地
域
で
感
染
症
の
大
規
模
集
団
発
生
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

国
は
、
健
康
危
機
管
理
の
観
点
と
と
も
に
、
医
療
の
提
供
の
観
点
か
ら

も
、
地
方
公
共
団
体
や
医
療
機
関
に
対
し
、
必
要
な
支
援
を
積
極
的
に

果
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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３

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
な
ど
の
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
、

そ
の
予
防
又
は
治
療
に
必
要
な
医
薬
品
の
供
給
及
び
流
通
を
的
確
に
行

う
た
め
、
医
薬
品
の
備
蓄
又
は
確
保
に
努
め
る
。
ま
た
、
国
は
、
医
薬

品
の
備
蓄
や
適
正
な
使
用
方
法
等
に
関
す
る
計
画
を
あ
ら
か
じ
め
策
定

し
、
関
係
者
の
理
解
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

４

国
内
に
お
い
て
発
生
数
が
極
め
て
少
な
い
感
染
症
の
治
療
に
必
要
な

医
薬
品
の
確
保
を
十
分
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特
に
、
特
定
感

染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
稀
少
感
染
症
に
対
す
る
医
薬
品
を
必
要
に
応
じ
て
直
ち
に
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
は
、
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

三

都
道
府
県
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制

１

都
道
府
県
知
事
は
、
主
と
し
て
一
類
感
染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当

さ
せ
、
こ
れ
と
併
せ
て
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
医
療
機
関
と
し
て
、
総
合
的
な
診

療
機
能
を
有
す
る
病
院
の
う
ち
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
開

設
者
の
同
意
を
得
て
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
を
、
原
則
と
し

て
都
道
府
県
に
一
か
所
指
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定

に
係
る
病
床
は
、
原
則
と
し
て
二
床
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、

地
理
的
条
件
、
社
会
的
条
件
、
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
、
一
つ
の
病
院

に
複
数
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
が

効
率
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
病
院
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
指
定
に
係
る
病
床
が
一
都
道
府
県
当
た
り
二

床
以
上
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
病
院
に
つ
い
て
、
当
該
複
数
の

都
道
府
県
の
区
域
内
の
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
第
一
種
感
染
症
指

定
医
療
機
関
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
医
療
機
関
と
し
て
、
総
合
的
な
診
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療
機
能
を
有
す
る
病
院
の
う
ち
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
開

設
者
の
同
意
を
得
て
、
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
指
定
す
る
こ

と
と
す
る
。

３

第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
を
、
管
内
の
二
次
医
療
圏
（
医
療
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二

号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
原
則
と
し
て
一

か
所
指
定
し
、
当
該
指
定
に
係
る
病
床
の
数
は
、
当
該
二
次
医
療
圏
の

人
口
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
理
的
条
件

、
社
会
的
条
件
、
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
、
一
つ
の
病
院
に
複
数
の
二

次
医
療
圏
の
区
域
内
の
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
病
床
が
当
該
複
数
の
二
次
医
療
圏
の

区
域
内
の
人
口
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
病
床
数
の
総
和
以
上
と
な

る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
病
院
に
つ
い
て
、
当
該
複
数
の
二
次
医
療
圏

の
区
域
内
の
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患

者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

都
道
府
県
知
事
等
は
、
感
染
症
の
患
者
の
迅
速
か
つ
適
切
な
移
送
の

た
め
の
体
制
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
村
及
び
消
防
機

関
に
対
し
て
、
感
染
症
等
に
関
し
、
適
切
に
情
報
提
供
す
る
な
ど
密
接

な
連
携
を
図
り
、
感
染
症
患
者
の
移
送
及
び
ま
ん
延
の
防
止
対
策
の
実

施
等
に
万
全
を
期
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
新
感
染
症
の
所
見

が
あ
る
者
の
移
送
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
が
積
極
的
に
協
力
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
消
防
機
関
が
移
送
し
た
傷
病
者
が
法
第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
等
に
規
定
す
る
患
者
で
あ
る
と
医
療
機
関
が
判
断
し
た
場
合
に
は

、
医
療
機
関
か
ら
消
防
機
関
に
対
し
て
、
当
該
感
染
症
等
に
関
し
適
切

に
情
報
等
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

５

一
類
感
染
症
又
は
二
類
感
染
症
が
集
団
発
生
し
た
場
合
や
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
は
、
一
般
の
医
療
機
関
に
緊
急
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避
難
的
に
こ
れ
ら
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
都
道
府

県
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め

定
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

６

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
な
ど
の
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
、

地
域
に
お
け
る
そ
の
予
防
又
は
治
療
に
必
要
な
医
薬
品
の
供
給
及
び
流

通
を
的
確
に
行
う
た
め
、
医
薬
品
の
備
蓄
又
は
確
保
に
努
め
る
。

四

そ
の
他
感
染
症
に
係
る
医
療
の
提
供
の
た
め
の
体
制

１

感
染
症
患
者
に
係
る
医
療
は
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
み
で
提
供

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
医
療
機
関
に
お
い
て
も
提
供
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
類
感
染

症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
で
あ

っ
て
も
、
最
初
に
診
察
を
受
け
る
医
療
機
関
は
、
一
般
の
医
療
機
関
で

あ
る
こ
と
が
多
く
、
さ
ら
に
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
又
は
五
類
感

染
症
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
一
般
の
医
療
機
関
に
お
い
て
医
療
が

提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

２

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
等
で
あ
っ
て
、
国
内
に
病
原
体
が
常
在

し
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
国
内
で
患
者
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
高
ま
る

場
合
に
は
、
都
道
府
県
が
当
該
感
染
症
の
外
来
診
療
を
担
当
す
る
医
療

機
関
を
選
定
し
、
保
健
所
が
当
該
医
療
機
関
に
感
染
が
疑
わ
れ
る
患
者

を
誘
導
す
る
な
ど
初
期
診
療
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に

お
け
る
医
療
提
供
体
制
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

３

ま
た
、
一
般
の
医
療
機
関
に
お
い
て
も
、
国
及
び
都
道
府
県
等
か
ら

公
表
さ
れ
た
感
染
症
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
積
極
的
に
把
握
し
、
同

時
に
医
療
機
関
内
に
お
い
て
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に
必
要

な
措
置
も
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
感
染
症
の
患
者
に

つ
い
て
差
別
的
な
取
扱
い
を
行
う
こ
と
な
く
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療

の
提
供
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

４

一
般
の
医
療
機
関
に
お
け
る
感
染
症
の
患
者
へ
の
良
質
か
つ
適
切
な

医
療
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
国
及
び
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は

、
医
師
会
等
の
医
療
関
係
団
体
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
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あ
る
。

五

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

１

感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た
め
、

新
感
染
症
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
に
対
応
す
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
国
及
び

都
道
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
、
必
要
な
指
導
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

２

特
に
地
域
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関
で
あ
る
保
健
所
に

お
い
て
は
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
や
地
域
の
医
師
会
等
の
医
療
関
係

団
体
等
と
の
緊
密
な
連
携
が
重
要
で
あ
る
。

３

一
般
の
医
療
機
関
は
、
多
く
の
場
合
感
染
症
の
患
者
を
診
察
す
る
最

初
の
医
療
機
関
と
な
る
こ
と
か
ら
、
当
該
医
療
機
関
で
の
対
応
が
感
染

症
の
予
防
の
観
点
か
ら
も
、
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切

な
医
療
の
提
供
の
観
点
か
ら
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国

、
都
道
府
県
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
医
師
会
等
の
医
療
関
係
団
体
と
の
連
携

を
通
じ
て
、
一
般
の
医
療
機
関
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

六

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す

る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
五
ま

で
に
定
め
る
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１

感
染
症
に
係
る
医
療
の
提
供
の
考
え
方

２

第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及
び
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関

の
整
備
の
目
標
に
関
す
る
事
項

３

感
染
症
の
患
者
の
移
送
の
た
め
の
体
制
に
関
す
る
事
項

４

医
薬
品
の
備
蓄
又
は
確
保
に
関
す
る
事
項

５

平
時
及
び
患
者
発
生
後
の
対
応
時
に
お
け
る
一
般
の
医
療
機
関
に
お

け
る
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供
に
関
す
る
事
項

６

医
師
会
等
の
医
療
関
係
団
体
等
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

第
四

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
調
査
及
び
研
究
に
関

第
五

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項
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す
る
事
項

一

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
調
査
及
び
研
究
に
関

一

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
基
本
的
な

す
る
基
本
的
な
考
え
方

考
え
方

感
染
症
対
策
は
、
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
推
進
さ
れ
る
べ
き
も
の

感
染
症
対
策
は
、
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
推
進
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
は

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
は

、
感
染
症
対
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
と
し

、
感
染
症
対
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
と
し

て
も
、
必
要
な
情
報
基
盤
の
整
備
、
調
査
及
び
研
究
の
方
向
性
の
提
示
、

て
も
、
必
要
な
調
査
及
び
研
究
の
方
向
性
の
提
示
、
海
外
の
研
究
機
関
等

海
外
の
研
究
機
関
等
も
含
め
た
関
係
機
関
と
の
連
携
の
確
保
、
調
査
及
び

も
含
め
た
関
係
機
関
と
の
連
携
の
確
保
、
調
査
及
び
研
究
に
携
わ
る
人
材

研
究
に
携
わ
る
人
材
の
育
成
等
の
取
組
を
通
じ
て
、
調
査
及
び
研
究
を
積

の
育
成
等
の
取
組
を
通
じ
て
、
調
査
及
び
研
究
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ

極
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

と
が
必
要
で
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
調
査
及

二

国
に
お
け
る
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進

び
研
究
の
推
進

１

国
立
感
染
症
研
究
所
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ

１

国
立
感
染
症
研
究
所
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ

ン
タ
ー
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
、
検
疫
所
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日

ン
タ
ー
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
、
検
疫
所
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日

本
医
療
研
究
開
発
機
構
、
大
学
研
究
機
関
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
、
感

本
医
療
研
究
開
発
機
構
、
大
学
研
究
機
関
等
が
相
互
に
連
携
を
図
り
つ

染
症
指
定
医
療
機
関
等
が
相
互
に
連
携
を
図
り
つ
つ
、
感
染
症
及
び
病

つ
、
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
積
極
的
に
進

原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
必

め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

要
で
あ
る
。

２

国
は
、
諸
外
国
の
デ
ー
タ
等
も
含
め
た
感
染
症
及
び
病
原
体
に
関
す

２

国
は
、
全
国
規
模
の
調
査
や
高
度
な
検
査
技
術
等
を
必
要
と
す
る
研

る
情
報
収
集
、
分
析
疫
学
研
究
、
全
国
規
模
の
調
査
や
高
度
な
検
査
技

究
、
感
染
経
路
や
宿
主
動
物
に
関
す
る
調
査
、
病
原
体
等
を
迅
速
か
つ

術
等
を
必
要
と
す
る
研
究
、
感
染
経
路
や
宿
主
動
物
に
関
す
る
調
査
、

簡
便
に
検
出
す
る
検
査
法
の
開
発
の
た
め
の
研
究
、
保
健
衛
生
情
報
が

病
原
体
等
を
迅
速
か
つ
簡
便
に
検
出
す
る
検
査
法
の
開
発
の
た
め
の
研

社
会
に
与
え
る
影
響
の
人
間
行
動
学
的
な
手
法
に
よ
る
実
証
的
な
研
究

究
、
保
健
衛
生
情
報
が
社
会
に
与
え
る
影
響
の
人
間
行
動
学
的
な
手
法

等
の
感
染
症
対
策
に
直
接
結
び
つ
く
応
用
研
究
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
推

に
よ
る
実
証
的
な
研
究
等
の
感
染
症
対
策
に
直
接
結
び
つ
く
応
用
研
究

進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
立
感
染
症
研
究
所
、
国
立
研
究

を
こ
れ
ま
で
以
上
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
立
感
染

開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
大
学
研
究
機
関
等
の
こ
の

症
研
究
所
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
大

分
野
に
お
け
る
機
能
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
国
は
、
海
外

学
研
究
機
関
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
の
こ
の
分
野
に
お
け
る
機
能
を
強

及
び
民
間
と
の
積
極
的
な
連
携
や
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
調
査
及
び

化
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
国
は
、
海
外
及
び
民
間
と
の
積
極
的
な

研
究
の
支
援
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

連
携
や
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
調
査
及
び
研
究
の
支
援
を
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

３

国
は
、
医
療
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
を

（
新
設
）
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推
進
す
る
中
で
、
感
染
症
の
情
報
を
迅
速
に
収
集
し
共
有
す
る
観
点
か

ら
全
国
的
な
感
染
症
発
生
動
向
調
査
の
情
報
基
盤
を
整
備
し
、
都
道
府

県
は
、
国
又
は
他
の
都
道
府
県
に
対
す
る
発
生
届
及
び
積
極
的
疫
学
調

査
に
関
す
る
情
報
の
報
告
等
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
ま
た
、
新
興
感
染
症
に
係
る
入
院
患
者
の
重
症
度
等
を
効
率

的
に
把
握
す
る
基
盤
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
新
興
感
染
症
デ
ー
タ
バ

ン
ク
事
業
に
よ
る
病
原
体
情
報
の
収
集
や
、
国
が
収
集
し
た
様
々
な
情

報
の
連
結
を
し
た
上
で
の
重
症
度
等
の
感
染
症
情
報
に
関
す
る
調
査
・

分
析
、
都
道
府
県
等
の
本
庁
や
保
健
所
、
大
学
そ
の
他
研
究
機
関
等
へ

の
情
報
提
供
を
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

４

海
外
に
お
い
て
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お

３

海
外
に
お
い
て
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
等
は
、
必
要
に

そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
等
は
、
必
要
に

応
じ
て
我
が
国
か
ら
も
専
門
家
を
派
遣
し
、
世
界
保
健
機
関
、
米
国
疾

応
じ
て
我
が
国
か
ら
も
専
門
家
を
派
遣
し
、
世
界
保
健
機
関
、
米
国
疾

病
管
理
セ
ン
タ
ー
等
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
対
処
を
進
め
る
と
と
も
に

病
管
理
セ
ン
タ
ー
等
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
当
該
感
染
症
に
つ
い
て

、
当
該
感
染
症
に
つ
い
て
情
報
の
収
集
、
調
査
研
究
を
進
め
る
こ
と
が

調
査
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

必
要
で
あ
る
。

５

（
略
）

４

（
略
）

三

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
情
報
の
収
集
、
調
査
及
び
研
究
の
推
進

三

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進

１

都
道
府
県
等
に
お
け
る
情
報
の
収
集
、
調
査
及
び
研
究
の
推
進
に
当

１

都
道
府
県
等
に
お
け
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
地

た
っ
て
は
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関
で
あ
る
保
健

域
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関
で
あ
る
保
健
所
及
び
都
道
府

所
及
び
都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症
及
び
病
原
体
等
の
技
術
的
か
つ

県
等
に
お
け
る
感
染
症
及
び
病
原
体
等
の
技
術
的
か
つ
専
門
的
な
機
関

専
門
的
な
機
関
で
あ
る
地
方
衛
生
研
究
所
等
が
都
道
府
県
等
の
関
係
主

で
あ
る
地
方
衛
生
研
究
所
が
都
道
府
県
等
の
関
係
主
管
部
局
と
連
携
を

管
部
局
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
計
画
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ

図
り
つ
つ
、
計
画
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

る
。

２

保
健
所
に
お
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関

２

保
健
所
に
お
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関

と
の
位
置
付
け
か
ら
、
感
染
症
対
策
に
必
要
な
情
報
の
収
集
、
疫
学
的

と
の
位
置
付
け
か
ら
、
感
染
症
対
策
に
必
要
な
疫
学
的
な
調
査
及
び
研

な
調
査
及
び
研
究
を
地
方
衛
生
研
究
所
等
と
の
連
携
の
下
に
進
め
、
地

究
を
地
方
衛
生
研
究
所
等
と
の
連
携
の
下
に
進
め
、
地
域
に
お
け
る
総

域
に
お
け
る
総
合
的
な
感
染
症
の
情
報
の
発
信
拠
点
と
し
て
の
役
割
を

合
的
な
感
染
症
の
情
報
の
発
信
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く

果
た
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

地
方
衛
生
研
究
所
等
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症

３

地
方
衛
生
研
究
所
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症
及

及
び
病
原
体
等
の
技
術
的
か
つ
専
門
的
な
機
関
と
し
て
、
国
立
感
染
症

び
病
原
体
等
の
技
術
的
か
つ
専
門
的
な
機
関
と
し
て
、
都
道
府
県
等
の
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研
究
所
や
他
の
地
方
衛
生
研
究
所
等
、
検
疫
所
、
都
道
府
県
等
の
関
係

関
係
部
局
及
び
保
健
所
と
の
連
携
の
下
に
、
感
染
症
及
び
病
原
体
等
の

部
局
及
び
保
健
所
と
の
連
携
の
下
に
、
感
染
症
及
び
病
原
体
等
の
調
査

調
査
、
研
究
、
試
験
検
査
並
び
に
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
情

、
研
究
、
試
験
検
査
並
び
に
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
情
報
等

報
等
の
収
集
、
分
析
及
び
公
表
の
業
務
を
通
じ
て
感
染
症
対
策
に
重
要

の
収
集
、
分
析
及
び
公
表
の
業
務
を
通
じ
て
感
染
症
対
策
に
重
要
な
役

な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

感
染
症
の
発
生
届
及
び
積
極
的
疫
学
調
査
に
関
す
る
情
報
を
迅
速
か

（
新
設
）

つ
効
率
的
に
収
集
し
、
感
染
症
対
策
の
推
進
に
活
か
し
て
い
く
た
め
の

仕
組
み
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の

医
師
が
都
道
府
県
に
対
し
て
届
出
等
を
行
う
場
合
に
は
、
電
磁
的
方
法

に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
収
集
し
た
様
々
な
情
報
に
つ
い

て
個
人
を
特
定
し
な
い
よ
う
に
し
た
上
で
、
連
結
し
て
分
析
す
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。

６

感
染
症
指
定
医
療
機
関
は
、
新
興
感
染
症
の
対
応
を
行
い
、
知
見
の

（
新
設
）

収
集
及
び
分
析
を
行
う
。

７

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
医
師
は
、
新
型

（
新
設
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
又
は
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者

が
入
院
し
た
場
合
や
、
当
該
患
者
又
は
所
見
が
あ
る
者
が
退
院
又
は
死

亡
し
た
場
合
に
も
電
磁
的
方
法
で
報
告
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

四

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

四

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
当
た
っ
て
は
、
関

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
当
た
っ
て
は
、
関

係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
が
適
切
な
役
割
分
担
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
が
適
切
な
役
割
分
担
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
国
立
感
染
症
研
究
所
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際

る
。
こ
の
た
め
、
国
立
感
染
症
研
究
所
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際

医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
、

医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
を

大
学
研
究
機
関
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
研
究
機
関

は
じ
め
と
す
る
関
係
研
究
機
関
等
は
、
相
互
に
十
分
な
連
携
を
図
る
こ
と

等
は
、
相
互
に
十
分
な
連
携
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

が
必
要
で
あ
る
。

五

（
略
）

五

（
略
）

（
削
る
）

第
六

感
染
症
に
係
る
医
療
の
た
め
の
医
薬
品
の
研
究
開
発
の
推
進
に
関
す
る

事
項

一

感
染
症
に
係
る
医
療
の
た
め
の
医
薬
品
の
研
究
開
発
の
推
進
に
関
す
る

考
え
方
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１

ワ
ク
チ
ン
や
抗
菌
薬
等
（
以
下
「
ワ
ク
チ
ン
等
」
と
い
う
。
）
の
感

染
症
に
係
る
医
薬
品
は
、
感
染
症
の
予
防
や
感
染
症
患
者
に
対
す
る
良

質
な
医
療
を
提
供
す
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
特
に
ワ
ク
チ
ン

の
接
種
は
、
感
染
症
の
予
防
に
最
も
有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
現
在
に
お
い
て
も
、
ワ
ク
チ
ン
等
の
有
効
な
医
薬
品
が

未
だ
に
開
発
さ
れ
て
い
な
い
感
染
症
が
数
多
く
存
在
す
る
の
も
現
実
で

あ
る
。

２

感
染
症
に
係
る
医
薬
品
の
研
究
開
発
は
、
国
と
民
間
が
相
互
に
連
携

を
図
っ
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
効
果
的
で
あ
り
、
国
と
し
て
も
、
そ
の

役
割
に
応
じ
て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
す
る
。

３

こ
の
た
め
、
国
に
お
い
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
等
に
お
い
て
、

感
染
症
に
係
る
必
要
な
医
薬
品
に
関
す
る
研
究
開
発
を
推
進
し
て
い
く

と
と
も
に
、
民
間
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
医
薬
品
の
研
究
開
発
が
適

切
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
研
究
開
発
の
推
進

国
に
お
い
て
は
、
資
金
力
や
技
術
力
の
面
で
民
間
で
は
研
究
開
発
が
困

難
な
ワ
ク
チ
ン
等
の
医
薬
品
に
お
い
て
、
国
が
自
ら
研
究
を
行
う
た
め
、

国
立
感
染
症
研
究
所
等
の
国
立
試
験
研
究
機
関
や
国
立
病
院
等
の
治
験
受

託
機
関
の
機
能
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
海
外
の
研
究
機
関
及
び
民
間
と

の
連
携
を
進
め
る
。

ま
た
、
民
間
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
研
究
開
発
が
適
切
に
推
進
さ
れ

る
よ
う
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬

品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
希
少
疾

病
用
医
薬
品
指
定
制
度
、
各
種
研
究
事
業
等
の
施
策
を
着
実
に
推
進
す
る

ほ
か
、
民
間
が
こ
の
よ
う
な
研
究
開
発
に
取
り
組
み
や
す
い
環
境
の
整
備

に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
研
究
開
発
に
当
た
っ
て
は
、
研
究
開
発
に
係
る
ワ
ク

チ
ン
等
の
副
反
応
の
減
少
等
、
安
全
性
の
向
上
に
特
に
配
慮
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
必
要
が
あ
る
。

三

民
間
に
お
け
る
研
究
開
発
の
推
進
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ワ
ク
チ
ン
等
の
医
薬
品
の
研
究
開
発
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
そ
の
ま

ん
延
防
止
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
製
薬
企
業
等
に
お
い

て
も
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

四

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

ワ
ク
チ
ン
等
の
医
薬
品
の
開
発
は
、
基
礎
研
究
か
ら
臨
床
的
な
研
究
ま

で
広
範
囲
な
知
見
が
必
要
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
国
の
関
係
機
関
及
び
関

係
団
体
と
の
間
に
お
い
て
十
分
な
連
携
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。
五

そ
の
他
ワ
ク
チ
ン
等
の
供
給
に
関
す
る
留
意
点

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
な
ど
の
感
染
症
の
汎
流
行
時
等
の
よ

う
に
当
該
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
必
要
な
ワ
ク
チ
ン
等
の

需
要
が
そ
の
供
給
を
著
し
く
上
回
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
適

切
な
供
給
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
我
が
国
に
お
い
て
発
生
し
た

場
合
を
想
定
し
て
、
出
現
が
予
測
さ
れ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

ス
に
対
応
す
る
ワ
ク
チ
ン
株
の
準
備
並
び
に
必
要
な
ワ
ク
チ
ン
の
生
産
及

び
供
給
が
安
全
か
つ
迅
速
に
行
わ
れ
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
業
者
は
、
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
想
定
し
た
ワ
ク
チ
ン
開
発
を
行
う
よ
う
努
め
る
必
要

が
あ
る
。

国
は
、
ワ
ク
チ
ン
等
の
需
要
が
そ
の
供
給
を
著
し
く
上
回
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
場
合
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
剤
化
、
非
臨
床
試
験
及
び
臨
床
試
験
に

つ
い
て
、
開
発
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
基

づ
く
承
認
の
た
め
の
審
査
を
迅
速
に
行
わ
せ
る
よ
う
配
慮
す
る
。

ま
た
、
国
内
で
の
発
生
が
極
め
て
少
な
い
感
染
症
に
係
る
医
薬
品
に
つ

い
て
、
外
国
に
お
け
る
臨
床
試
験
の
成
績
の
活
用
等
に
よ
り
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
に
基
づ
く
承
認
の
た
め
の
審
査
を
優
先
的
に
行
わ
せ
る
ほ
か
、

緊
急
時
に
お
い
て
外
国
で
そ
の
有
効
性
及
び
安
全
性
が
確
保
さ
れ
た
医
薬

品
の
使
用
以
外
に
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
適
当
な
方
法
が
な
い
場
合
に

は
、
健
康
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
基
づ
く
特
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例
承
認
を
与
え
る
こ
と
を
含
め
、
外
国
で
そ
の
有
効
性
及
び
安
全
性
が
確

保
さ
れ
た
医
薬
品
の
供
給
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
。

第
五

病
原
体
等
の
検
査
の
実
施
体
制
及
び
検
査
能
力
の
向
上
に
関
す
る
事
項

第
七

感
染
症
の
病
原
体
等
の
検
査
の
実
施
体
制
及
び
検
査
能
力
の
向
上
に
関

す
る
事
項

一

病
原
体
等
の
検
査
の
実
施
体
制
及
び
検
査
能
力
の
向
上
に
関
す
る
基
本

一

感
染
症
の
病
原
体
等
の
検
査
の
実
施
体
制
及
び
検
査
能
力
の
向
上
に
関

的
な
考
え
方

す
る
基
本
的
な
考
え
方

１

（
略
）

１

（
略
）

２

地
方
衛
生
研
究
所
等
を
は
じ
め
と
す
る
各
検
査
機
関
に
お
け
る
病
原

２

地
方
衛
生
研
究
所
を
は
じ
め
と
す
る
各
検
査
機
関
に
お
け
る
病
原
体

体
等
の
検
査
体
制
等
に
つ
い
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

等
の
検
査
体
制
等
に
つ
い
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十

十
九
号
）
に
基
づ
き
整
備
し
、
管
理
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の

九
号
）
第
七
条
の
四
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
整
備
し
、
管
理
す

ほ
か
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
み
な
ら
ず

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
感
染

、
一
般
の
医
療
機
関
に
お
け
る
検
査
、
民
間
の
検
査
機
関
等
に
お
け
る

症
指
定
医
療
機
関
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
医
療
機
関
に
お
け
る
検
査
、

検
査
等
に
対
し
技
術
支
援
や
精
度
管
理
等
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で

民
間
の
検
査
機
関
等
に
お
け
る
検
査
等
に
対
し
技
術
支
援
等
を
実
施
す

あ
る
。

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

新
興
感
染
症
の
ま
ん
延
が
想
定
さ
れ
る
感
染
症
が
発
生
し
た
際
に
、

（
新
設
）

検
査
が
流
行
初
期
の
段
階
か
ら
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県

連
携
協
議
会
等
を
活
用
し
、
関
係
者
や
関
係
機
関
と
協
議
の
上
、
平
時

か
ら
計
画
的
な
準
備
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
併
せ
て
民

間
の
検
査
機
関
等
と
の
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
病
原
体
等
の
検
査
の
推
進

二

国
に
お
け
る
感
染
症
の
病
原
体
等
の
検
査
の
推
進

国
に
お
い
て
は
、
国
内
で
は
発
生
が
ま
れ
な
感
染
症
の
病
原
体
等
の
同

国
に
お
い
て
は
、
国
内
で
は
発
生
が
ま
れ
な
感
染
症
の
病
原
体
等
の
同

定
検
査
や
病
原
体
等
の
よ
り
詳
細
な
解
析
等
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
必
要

定
検
査
や
病
原
体
等
の
よ
り
詳
細
な
解
析
等
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
病
原
体
等
安
全
管
理
基
準
の
レ
ベ
ル
４
（
バ
イ
オ

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
病
原
体
等
安
全
管
理
基
準
の
レ
ベ
ル
４
（
バ
イ
オ

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
レ
ベ
ル
４
）
に
対
応
す
る
施
設
と
し
て
整
備
し
た
国
立
感

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
レ
ベ
ル
４
）
に
対
応
す
る
施
設
と
し
て
整
備
し
た
国
立
感

染
症
研
究
所
村
山
庁
舎
に
お
け
る
十
分
な
体
制
の
構
築
等
を
図
る
必
要
が

染
症
研
究
所
村
山
庁
舎
に
お
け
る
十
分
な
体
制
の
構
築
等
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

あ
る
。

国
立
感
染
症
研
究
所
は
、
一
類
感
染
症
の
病
原
体
等
に
関
す
る
検
査
に

つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
病
原
体
等
の
検
査
能
力
に
応
じ
て
、
平
時
か
ら
国

際
的
な
精
度
基
準
で
検
証
す
る
な
ど
適
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
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国
は
、
国
立
試
験
研
究
機
関
等
に
お
い
て
、
全
国
的
規
模
で
行
う
こ
と

が
適
当
で
あ
る
又
は
高
度
の
専
門
性
が
要
求
さ
れ
る
調
査
及
び
研
究
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、
国
立
試
験
研
究
機
関
と
地
方
衛
生
研
究
所
等
と
の
連

携
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
に
対
す
る
技

術
的
支
援
を
行
う
こ
と
。

新
興
感
染
症
の
病
原
体
等
に
つ
い
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
が
検
査

法
の
迅
速
な
開
発
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
が
国
立

感
染
症
研
究
所
と
連
携
し
て
、
人
体
か
ら
検
出
さ
れ
る
病
原
体
や
、
水
、

環
境
又
は
動
物
か
ら
の
病
原
体
の
検
出
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
人
材
の
養

成
及
び
必
要
な
資
器
材
の
整
備
を
行
う
よ
う
努
め
る
。
ま
た
、
国
は
検
査

試
薬
の
確
保
に
努
め
る
。

三

都
道
府
県
等
に
お
け
る
病
原
体
等
の
検
査
の
推
進

三

都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症
の
病
原
体
等
の
検
査
の
推
進

１

都
道
府
県
等
は
、
広
域
に
わ
た
り
又
は
大
規
模
に
感
染
症
が
発
生
し

１

地
方
衛
生
研
究
所
は
、
一
類
感
染
症
の
病
原
体
等
に
関
す
る
検
査
に

、
又
は
ま
ん
延
し
た
場
合
を
想
定
し
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
活

つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
病
原
体
等
の
検
査
能
力
に
応
じ
て
国
立
感
染
症

用
し
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
や
保
健
所
に
お
け
る
病
原
体
等
の
検
査
に

研
究
所
、
他
の
都
道
府
県
等
の
地
方
衛
生
研
究
所
等
と
連
携
し
て
、
迅

係
る
役
割
分
担
を
明
確
に
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
携
を
図
る
こ
と

速
か
つ
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
都
道
府
県
等
は
、
広

。
ま
た
、
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
、
保
健
所
設
置
市
等
と
も
連
携
し
な

域
に
わ
た
り
又
は
大
規
模
に
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
た
場

が
ら
、
あ
ら
か
じ
め
近
隣
の
都
道
府
県
等
と
の
協
力
体
制
に
つ
い
て
協

合
を
想
定
し
、
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
近
隣
の
都
道
府
県

議
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

等
と
の
協
力
体
制
に
つ
い
て
協
議
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た

、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
及
び
五
類
感
染
症
の
病

原
体
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
衛
生
研
究
所
に
お
い
て
、
人
体
か
ら
検
出

さ
れ
る
病
原
体
及
び
水
、
環
境
又
は
動
物
に
由
来
す
る
病
原
体
の
検
出

が
可
能
と
な
る
よ
う
、
人
材
の
養
成
及
び
必
要
な
資
器
材
の
整
備
を
行

う
よ
う
努
め
る
。

２

地
方
衛
生
研
究
所
等
を
有
す
る
都
道
府
県
等
は
、
地
方
衛
生
研
究
所

（
新
設
）

等
が
十
分
な
試
験
検
査
機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
計
画
的
な
人
員
の

確
保
や
配
置
を
行
う
等
、
平
時
か
ら
体
制
整
備
を
行
う
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
地
方
衛
生
研
究
所
等
を
有
し
て
い
な
い
都
道
府
県
等
は
、
地
方

衛
生
研
究
所
等
を
有
す
る
都
道
府
県
等
と
の
連
携
を
確
保
す
る
こ
と
等

に
よ
り
試
験
検
査
に
必
要
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

地
方
衛
生
研
究
所
等
は
、
新
興
感
染
症
の
発
生
初
期
に
お
い
て
検
査

２

地
方
衛
生
研
究
所
は
、
自
ら
の
試
験
検
査
機
能
の
向
上
に
努
め
る
と
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を
担
う
こ
と
を
想
定
し
、
平
時
か
ら
の
研
修
や
実
践
的
な
訓
練
の
実
施

と
も
に
、
地
域
の
検
査
機
関
の
資
質
の
向
上
と
精
度
管
理
に
向
け
て
、

、
検
査
機
器
等
の
設
備
の
整
備
、
検
査
試
薬
等
の
物
品
の
確
保
等
を
通

積
極
的
な
情
報
の
収
集
及
び
提
供
や
技
術
的
指
導
を
行
っ
て
い
く
こ
と

じ
、
自
ら
の
試
験
検
査
機
能
の
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
検

が
重
要
で
あ
る
。

査
機
関
の
資
質
の
向
上
と
精
度
管
理
に
向
け
て
、
積
極
的
な
情
報
の
収

集
及
び
提
供
や
技
術
的
指
導
を
行
い
、
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
ま
た
、
国
立
感
染
症
研
究
所
の
検
査
手
法
を
活
用
し
て
地
方

衛
生
研
究
所
等
が
検
査
実
務
を
行
う
ほ
か
、
保
健
所
や
他
の
都
道
府
県

等
の
地
方
衛
生
研
究
所
等
と
連
携
し
て
、
迅
速
か
つ
適
確
に
検
査
を
実

施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

４

都
道
府
県
等
は
、
新
興
感
染
症
の
ま
ん
延
時
に
備
え
、
検
査
体
制
を

３

都
道
府
県
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す
る
地
方
衛
生
研
究
所
の
病
原
体

速
や
か
に
整
備
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
知
事
等
と
民
間
検
査
機
関
又

等
の
検
査
に
係
る
役
割
分
担
を
明
確
に
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
連
携
を

は
医
療
機
関
と
の
検
査
等
措
置
協
定
等
に
よ
り
、
平
時
か
ら
計
画
的
に

図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

準
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（
削
る
）

４

保
健
所
に
お
い
て
も
、
地
方
衛
生
研
究
所
と
連
携
し
て
、
自
ら
の
役

割
を
果
た
せ
る
よ
う
検
査
機
能
等
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

（
新
設
）

予
防
計
画
に
お
い
て
病
原
体
等
の
検
査
の
実
施
体
制
及
び
検
査
能
力
の

向
上
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
五
ま
で
の
事
項

を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
検
査
の
実
施
体
制
・
検
査

能
力
向
上
の
方
向
性
を
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

第
六

感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

一

感
染
症
に
係
る
医
療
提
供
の
考
え
方

１

近
年
の
医
学
・
医
療
の
著
し
い
進
歩
に
よ
り
、
多
く
の
感
染
症
に
つ

い
て
治
癒
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
と
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
感

染
症
の
患
者
に
対
し
て
早
期
に
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
提
供
し
、
重

症
化
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
感
染
症
の
病
原
体
の
感
染
力
を
減
弱
し
、
か

つ
、
消
失
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
周
囲
へ
の
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止
す

る
こ
と
が
施
策
の
基
本
で
あ
る
。

２

実
際
の
医
療
現
場
に
お
い
て
は
、
感
染
症
に
係
る
医
療
は
特
殊
な
も
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の
で
は
な
く
、
ま
ん
延
防
止
を
担
保
し
な
が
ら
一
般
の
医
療
の
延
長
線

上
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療

の
提
供
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
特
定
感
染
症
指
定
医

療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療

機
関
及
び
第
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
等
に
お
い
て
は
、
①
感
染
症
の

患
者
に
対
し
て
は
、
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
と
っ

た
上
で
、
で
き
る
限
り
感
染
症
以
外
の
患
者
と
同
様
の
療
養
環
境
に
お

い
て
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
、
②
通
信
の
自
由
が
実
効
的
に
担
保
さ
れ

る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
③
患
者
が
い
た
ず
ら
に
不
安
に

陥
ら
な
い
よ
う
に
、
十
分
な
説
明
及
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
（
相
談
）
を

患
者
の
心
身
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
行
う
こ
と
等
が
重
要
で
あ
る
。
ま

た
、
結
核
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
患
者
に
薬
物
療
法
を
含
め
た

治
療
の
必
要
性
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
し
、
理
解
及
び
同
意
を
得
て
治

療
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第

二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
、
第
二
種

協
定
指
定
医
療
機
関
及
び
結
核
指
定
医
療
機
関
は
、
そ
の
機
能
に
応
じ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
相
互
の
連
携
体
制
や
、

国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ

ン
タ
ー
と
の
連
携
体
制
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

４

都
道
府
県
は
、
新
興
感
染
症
が
発
生
し
た
際
に
、
速
や
か
に
外
来
診

療
、
入
院
、
自
宅
療
養
者
等
へ
の
医
療
等
が
提
供
で
き
る
よ
う
、
都
道

府
県
医
療
審
議
会
や
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
活
用
し
、
関
係
者
や

関
係
機
関
と
協
議
の
上
、
平
時
か
ら
計
画
的
な
準
備
を
行
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
主
に
当
該
感
染
症
に
対
応
す
る
医
療
機
関
等
と

当
該
感
染
症
以
外
に
対
応
す
る
医
療
機
関
等
の
役
割
分
担
が
図
ら
れ
る

よ
う
調
整
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制

１

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
並
び
に
一
類
感
染

症
、
二
類
感
染
症
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
の
入

院
を
担
当
さ
せ
る
医
療
機
関
と
し
て
、
総
合
的
な
診
療
機
能
と
と
も
に
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集
中
治
療
室
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
設
備
を
有
す
る
病
院
に
つ
い
て
、
そ

の
開
設
者
の
同
意
を
得
て
、
当
該
病
院
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
知
事
と
協
議
し
た
上
で
、
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
を
指
定
す
る

こ
と
と
す
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公

表
期
間
に
、
全
国
的
な
新
興
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
そ
の
他

の
事
情
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
感
染
症
医
療
担
当
従
事
者
又
は
感
染
症
予
防
等
業
務
関
係
者
（
以
下

「
感
染
症
医
療
担
当
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
の
広
域
的
な
応
援
の
調

整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
特
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
公
的
医
療
機
関
等
の
医
療
機
関
に
直
接
、
感
染
症
医
療
担

当
従
事
者
等
の
応
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
必
要
な
調
整
を
行
う
も

の
と
す
る
。
法
第
四
十
四
条
の
四
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
四
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
又
は
法
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
基

づ
く
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
医
療
人
材
の
応
援
を
調
整
す
る
場
合
の
方

針
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
都
道
府
県
同
士
で
応
援
を
調
整
す
る
こ
と
を

優
先
し
つ
つ
、
全
国
的
な
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
そ
の
他
の

事
情
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
行
う

こ
と
と
す
る
。
特
に
、
公
的
医
療
機
関
等
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
医
療
機
関
に
対
し
応
援
を
求
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
広
域
的
な

人
材
の
確
保
に
係
る
応
援
に
つ
い
て
特
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
な
ど
の
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
、

そ
の
予
防
又
は
治
療
に
必
要
な
医
薬
品
の
供
給
及
び
流
通
を
適
確
に
行

う
た
め
、
医
薬
品
の
備
蓄
又
は
確
保
に
努
め
る
。
ま
た
、
国
は
、
医
薬

品
の
備
蓄
や
適
正
な
使
用
方
法
等
に
関
す
る
計
画
を
あ
ら
か
じ
め
策
定

し
、
関
係
者
の
理
解
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

４

国
内
に
お
い
て
発
生
数
が
極
め
て
少
な
い
感
染
症
の
治
療
に
必
要
な

医
薬
品
の
確
保
を
十
分
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特
に
、
特
定
感

染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
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こ
れ
ら
の
希
少
感
染
症
に
対
す
る
医
薬
品
を
必
要
に
応
じ
て
直
ち
に
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
は
、
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

三

都
道
府
県
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制

１

都
道
府
県
知
事
は
、
主
と
し
て
一
類
感
染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当

さ
せ
、
こ
れ
と
併
せ
て
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
医
療
機
関
と
し
て
、
総
合
的
な
診

療
機
能
を
有
す
る
病
院
の
う
ち
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
開

設
者
の
同
意
を
得
て
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
を
、
原
則
と
し

て
都
道
府
県
に
一
箇
所
指
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定

に
係
る
病
床
は
、
原
則
と
し
て
二
床
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、

地
理
的
条
件
、
社
会
的
条
件
、
交
通
事
情
等
に
照
ら
し
、
一
つ
の
病
院

に
複
数
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
が

効
率
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
病
院
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
指
定
に
係
る
病
床
が
一
都
道
府
県
当
た
り
二

床
以
上
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
病
院
に
つ
い
て
、
当
該
複
数
の

都
道
府
県
の
区
域
内
の
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
第
一
種
感
染
症
指

定
医
療
機
関
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
医
療
機
関
と
し
て
、
総
合
的
な
診

療
機
能
を
有
す
る
病
院
の
う
ち
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
開

設
者
の
同
意
を
得
て
、
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
指
定
す
る
こ

と
と
す
る
。

３

第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
を
、
管
内
の
二
次
医
療
圏
（
医
療
法

第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
ご
と
に
原
則
と
し
て
一
箇
所
指
定
し
、
当
該
指
定
に
係
る
病
床

の
数
は
、
当
該
二
次
医
療
圏
の
人
口
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
数
と
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す
る
。
た
だ
し
、
地
理
的
条
件
、
社
会
的
条
件
、
交
通
事
情
等
に
照
ら

し
、
一
つ
の
病
院
に
複
数
の
二
次
医
療
圏
の
区
域
内
の
二
類
感
染
症
又

は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
こ

と
が
効
率
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
病
床

が
当
該
複
数
の
二
次
医
療
圏
の
区
域
内
の
人
口
を
勘
案
し
て
必
要
と
認

め
る
病
床
数
の
総
和
以
上
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
病
院
に
つ
い

て
、
当
該
複
数
の
二
次
医
療
圏
の
区
域
内
の
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
の
入
院
を
担
当
さ
せ
る
第
二
種
感
染

症
指
定
医
療
機
関
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

一
類
感
染
症
又
は
二
類
感
染
症
が
集
団
発
生
し
た
場
合
や
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
は
、
一
般
の
医
療
機
関
に
緊
急

避
難
的
に
こ
れ
ら
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
都
道
府

県
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め

定
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん

延
が
想
定
さ
れ
る
新
興
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
入
院
患
者
数
及
び
外
来

受
診
者
の
急
増
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
時
か
ら
、
法
に
基
づ
き

締
結
す
る
医
療
措
置
協
定
等
に
よ
り
、
当
該
感
染
症
の
患
者
の
入
院
体

制
及
び
外
来
体
制
や
、
当
該
感
染
症
の
後
方
支
援
体
制
を
迅
速
に
確
保

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

５

都
道
府
県
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期

間
に
新
興
感
染
症
の
入
院
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
平
時
に
医
療
措
置

協
定
を
締
結
し
、
第
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
に
指
定
す
る
。

６

都
道
府
県
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期

間
に
新
興
感
染
症
の
発
熱
外
来
、
自
宅
療
養
者
等
へ
の
医
療
の
提
供
を

担
当
す
る
医
療
機
関
、
薬
局
等
と
平
時
に
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
、

第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
に
指
定
す
る
。

７

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
前
に
お
い
て

は
、
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及

び
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
感
染
症
病
床
を
中
心
に
対
応
す
る

。
都
道
府
県
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期

間
に
５
又
は
６
の
医
療
機
関
に
代
わ
っ
て
患
者
を
受
け
入
れ
る
医
療
機
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関
又
は
感
染
症
医
療
担
当
従
事
者
等
を
派
遣
す
る
医
療
機
関
と
平
時
に

医
療
措
置
協
定
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
回
復
し
た
患
者
の
退
院
先
と

な
る
介
護
老
人
保
健
施
設
等
の
高
齢
者
施
設
等
と
も
連
携
し
た
上
で
、

後
方
支
援
体
制
を
整
備
す
る
。
ま
た
、
医
療
人
材
の
応
援
体
制
を
整
備

す
る
と
と
も
に
、
法
第
四
十
四
条
の
四
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
四
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定

に
基
づ
く
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
た
医
療
人
材
の
応
援
を
要
請
す
る

場
合
の
方
針
に
つ
い
て
、
平
時
か
ら
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

８

新
興
感
染
症
が
発
生
し
た
際
に
、
流
行
初
期
の
段
階
か
ら
入
院
・
発

熱
外
来
対
応
を
行
う
旨
の
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
、
実
際
に
対
応
し

た
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
の
対
象
と
な
る

。
９

新
興
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
に
備
え
、
５
か
ら
７
ま
で
の
医
療

措
置
協
定
を
締
結
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
医
療
提
供

19

体
制
を
参
考
と
し
、
各
都
道
府
県
単
位
で
必
要
な
医
療
提
供
体
制
を
確

保
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
重
症
者
用
の
病
床
の
確
保
も
行
う
と

と
も
に
、
各
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
特
に
配
慮
が
必
要
な
患
者
（
精

神
疾
患
を
有
す
る
患
者
、
妊
産
婦
、
小
児
、
透
析
患
者
、
障
害
者
児
、

高
齢
者
、
認
知
症
で
あ
る
者
、
が
ん
患
者
、
外
国
人
等
）
、
感
染
症
以

外
の
患
者
へ
の
対
応
を
含
め
て
切
れ
目
の
な
い
医
療
提
供
体
制
の
整
備

を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

公
的
医
療
機
関
等
、
特
定
機
能
病
院
及
び
地
域
医
療
支
援
病
院
に
つ

10
い
て
は
、
各
地
域
に
お
け
る
そ
の
機
能
や
役
割
を
踏
ま
え
、
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に
新
興
感
染
症
に
係
る
医

療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
義
務
付

け
る
。

６
の
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
の
う
ち
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

11
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に
、
高
齢
者
施
設
等
の
療
養
者
に
対
し
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、
新
興
感
染
症
に
係
る
医
療
の
提
供
を
行
う
医
療
機
関
、
薬
局
等
と
平

時
に
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
、
特
に
高
齢
者
施
設
等
に
対
す
る
医
療

支
援
体
制
を
確
認
す
る
。

新
興
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
、
地
域
に
お
け
る
そ
の
予
防
又
は
治
療

12
に
必
要
な
医
薬
品
等
の
供
給
及
び
流
通
を
適
確
に
行
う
た
め
、
必
要
な

医
薬
品
等
の
確
保
に
努
め
、
新
興
感
染
症
に
対
応
す
る
医
療
機
関
及
び

薬
局
等
が
、
必
要
に
応
じ
て
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
ま
た
、
医
療
機
関
と
平
時
に
法
に
基
づ
き
医
療
措
置
協
定
を
締
結

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
診
療
等
の
際
に
用
い
る
個
人
防
護
具
の
備
蓄
を

求
め
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、
個
人
防
護
具
の
備
蓄
の
実
施
が
医
療
措
置

協
定
に
適
切
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
る
。

四

そ
の
他
感
染
症
に
係
る
医
療
の
提
供
の
た
め
の
体
制

１

感
染
症
の
患
者
に
係
る
医
療
は
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
み
で
提

供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
般
医
療
機
関
に
お
い
て
も
提
供
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
類
感

染
症
、
二
類
感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
で

あ
っ
て
も
、
最
初
に
診
察
を
受
け
る
医
療
機
関
は
、
一
般
の
医
療
機
関

で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
さ
ら
に
三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
又
は
五
類

感
染
症
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
一
般
の
医
療
機
関
に
お
い
て
医
療

が
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

２

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
等
で
あ
っ
て
、
国
内
に
病
原
体
が
常
在

し
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
国
内
で
患
者
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
高
ま
る

場
合
に
は
、
都
道
府
県
が
当
該
感
染
症
の
外
来
診
療
を
担
当
す
る
医
療

機
関
を
選
定
し
、
保
健
所
が
当
該
医
療
機
関
に
感
染
が
疑
わ
れ
る
患
者

を
誘
導
す
る
な
ど
初
期
診
療
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に

お
け
る
医
療
提
供
体
制
に
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

３

ま
た
、
一
般
の
医
療
機
関
に
お
い
て
も
、
国
及
び
都
道
府
県
等
か
ら

公
表
さ
れ
た
感
染
症
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
積
極
的
に
把
握
し
、
同

時
に
医
療
機
関
内
に
お
い
て
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に
必
要

な
措
置
も
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
感
染
症
の
患
者
に
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つ
い
て
差
別
的
な
取
扱
い
を
行
う
こ
と
な
く
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療

の
提
供
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

４

一
般
の
医
療
機
関
に
お
け
る
感
染
症
の
患
者
へ
の
良
質
か
つ
適
切
な

医
療
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
国
及
び
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は

、
医
師
会
等
の
医
療
関
係
団
体
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

五

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

１

感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た
め
、

新
感
染
症
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
に
対
応
す
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
国
及
び

都
道
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
、
必
要
な
指
導
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

２

特
に
地
域
に
お
け
る
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関
で
あ
る
保
健
所
に

お
い
て
は
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
や
地
域
の
医
師
会
、
歯
科
医
師
会

、
薬
剤
師
会
、
看
護
協
会
等
の
医
療
関
係
団
体
等
と
の
緊
密
な
連
携
が

重
要
で
あ
る
。

３

一
般
の
医
療
機
関
は
、
多
く
の
場
合
感
染
症
の
患
者
を
診
察
す
る
最

初
の
医
療
機
関
と
な
る
こ
と
か
ら
、
当
該
医
療
機
関
で
の
対
応
が
感
染

症
の
予
防
の
観
点
か
ら
も
、
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切

な
医
療
の
提
供
の
観
点
か
ら
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国

、
都
道
府
県
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
医
師
会
、
薬
剤
師
会
、
看
護
協
会
等
の

医
療
関
係
団
体
と
の
連
携
を
通
じ
て
、
一
般
の
医
療
機
関
と
の
有
機
的

な
連
携
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は

、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
や
都
道
府
県
医
療
審
議
会
等
を
通
じ
、
平
時

か
ら
、
医
療
関
係
団
体
以
外
の
、
高
齢
者
施
設
等
の
関
係
団
体
や
障
害

者
施
設
等
の
関
係
団
体
等
と
も
連
携
し
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
を
検
討
し
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

六

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
地
域
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る

体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
五
ま
で
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に
定
め
る
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１

感
染
症
に
係
る
医
療
の
提
供
の
考
え
方

２

第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、

第
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
及
び
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
の
整
備

の
目
標
に
関
す
る
事
項

３

医
療
措
置
協
定
に
よ
る
新
興
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
係
る
入
院
体
制

、
外
来
診
療
体
制
、
自
宅
療
養
者
等
へ
の
医
療
提
供
体
制
、
後
方
支
援

体
制
、
医
療
人
材
の
派
遣
及
び
個
人
防
護
具
の
備
蓄
等
に
係
る
事
項

４

医
薬
品
の
備
蓄
又
は
確
保
等
に
関
す
る
事
項

５

平
時
及
び
患
者
発
生
後
の
対
応
時
に
お
け
る
一
般
の
医
療
機
関
に
お

け
る
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供
に
関
す
る
事
項

６

医
師
会
、
歯
科
医
師
会
、
薬
剤
師
会
、
看
護
協
会
等
の
医
療
関
係
団

体
や
高
齢
者
施
設
等
関
係
団
体
等
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

第
七

感
染
症
の
患
者
の
移
送
の
た
め
の
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

一

感
染
症
の
患
者
の
移
送
の
た
め
の
体
制
の
確
保
に
関
す
る
考
え
方

都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
設
置
市
等
の
長
が
入
院
を
勧
告
し
た
患
者

又
は
入
院
さ
せ
た
患
者
の
医
療
機
関
へ
の
移
送
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は

保
健
所
設
置
市
等
の
長
が
行
う
業
務
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
体
制
の
確

保
に
当
た
っ
て
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
感
染
症
、
指
定
感
染
症
、
新
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
時
に
積
極

的
疫
学
調
査
等
も
担
う
保
健
所
の
み
で
は
対
応
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て

、
地
方
公
共
団
体
内
に
お
け
る
役
割
分
担
や
、
消
防
機
関
と
の
連
携
、
民

間
事
業
者
等
へ
の
業
務
委
託
等
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
感
染
症
の
患
者
の
移
送
の
た
め
の
体
制
の
確
保
の
方
策

国
は
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
の
移
送
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

等
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
感
染
症
の
特
性

に
応
じ
た
移
送
に
係
る
考
え
方
等
を
示
し
、
都
道
府
県
等
が
円
滑
に
移
送

体
制
を
構
築
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三

都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症
の
患
者
の
移
送
の
た
め
の
体
制
の
確
保

の
方
策
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１

感
染
症
の
患
者
の
移
送
に
つ
い
て
、
平
時
か
ら
地
方
公
共
団
体
内
で

連
携
し
、
役
割
分
担
、
人
員
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。
２

都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
通
じ
、
消
防
機
関
と
連
携
し
、
感
染
症

の
患
者
の
病
状
を
踏
ま
え
た
移
送
の
対
象
及
び
感
染
症
の
特
性
を
踏
ま

え
た
安
全
な
移
送
体
制
の
確
保
に
つ
い
て
、
地
域
の
救
急
搬
送
体
制
の

確
保
の
観
点
に
も
十
分
留
意
し
て
役
割
分
担
を
協
議
し
、
協
定
を
締
結

し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、

指
定
感
染
症
、
新
感
染
症
の
発
生
に
備
え
、
移
送
に
必
要
な
車
両
の
確

保
、
民
間
移
送
機
関
や
民
間
救
急
等
と
の
役
割
分
担
を
あ
ら
か
じ
め
決

め
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
高
齢
者
施
設
等
に
入
所
し
て
お

り
配
慮
を
必
要
と
す
る
方
の
移
送
に
つ
い
て
は
高
齢
者
施
設
等
の
関
係

団
体
等
と
も
連
携
し
、
移
送
の
際
の
留
意
事
項
を
含
め
て
協
議
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

４

都
道
府
県
等
の
区
域
を
越
え
た
移
送
が
必
要
な
緊
急
時
に
お
け
る
対

応
方
法
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
協
議
を
す
る
こ
と
。

５

一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
若

し
く
は
指
定
感
染
症
の
患
者
又
は
疑
似
症
患
者
並
び
に
新
感
染
症
の
所

見
が
あ
る
者
若
し
く
は
当
該
新
感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足

り
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
者
の
発
生
に
備
え
、
平
時
か
ら
、
関
係
者
を

含
め
た
移
送
訓
練
や
演
習
等
を
定
期
的
に
計
画
し
、
実
施
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

四

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

法
第
二
十
一
条
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
移
送
を
行
う

に
当
た
り
、
保
健
所
等
と
の
協
定
に
基
づ
き
消
防
機
関
と
連
携
す
る
場
合

に
は
、
第
十
二
の
三
の
４
の
入
院
調
整
体
制
の
構
築
等
に
よ
り
、
円
滑
な

移
送
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
平
時
か
ら
消
防
機
関
に
対

し
て
医
療
機
関
の
受
入
体
制
の
情
報
を
共
有
す
る
枠
組
み
の
整
備
が
重
要

で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
消
防
機
関
が
傷
病
者
を
搬
送
し
た
後
、
当
該
傷
病
者
が
、
法

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
等
に
規
定
す
る
患
者
等
で
あ
る
と
医
療
機
関
が

判
断
し
た
場
合
に
は
、
医
療
機
関
か
ら
消
防
機
関
に
対
し
て
、
当
該
感
染

症
等
に
関
し
適
切
に
情
報
等
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

五

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
移
送
の
た
め
の
体
制
確
保
に
つ
い
て
定
め
る
に
当

た
っ
て
は
、
一
か
ら
四
ま
で
の
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１

移
送
に
係
る
人
員
体
制
に
係
る
事
項

２

消
防
機
関
と
の
役
割
分
担
及
び
連
携
並
び
に
民
間
事
業
者
等
へ
の
業

務
委
託
に
係
る
事
項

３

新
興
感
染
症
発
生
時
の
移
送
体
制
に
係
る
事
項

第
八

感
染
症
に
係
る
医
療
の
た
め
の
医
薬
品
の
研
究
開
発
の
推
進
に
関
す
る

（
新
設
）

事
項

一

感
染
症
に
係
る
医
療
の
た
め
の
医
薬
品
の
研
究
開
発
の
推
進
に
関
す
る

考
え
方

１

ワ
ク
チ
ン
や
抗
菌
薬
等
（
以
下
「
ワ
ク
チ
ン
等
」
と
い
う
。
）
の
感

染
症
に
係
る
医
薬
品
は
、
感
染
症
の
予
防
や
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
特
に
ワ
ク
チ

ン
の
接
種
は
、
感
染
症
の
予
防
に
最
も
有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
が

、
そ
の
一
方
で
、
現
在
に
お
い
て
も
、
ワ
ク
チ
ン
等
の
有
効
な
医
薬
品

が
未
だ
に
開
発
さ
れ
て
い
な
い
感
染
症
が
数
多
く
存
在
す
る
の
も
現
実

で
あ
る
。

２

国
は
、
平
時
よ
り
国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
国

立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
た
感
染
症
に
関
す
る
医
薬
品

等
の
治
験
及
び
研
究
開
発
に
協
力
可
能
な
感
染
症
指
定
医
療
機
関
等
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
感
染
症
の
発
生
時
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お

い
て
新
興
再
興
感
染
症
デ
ー
タ
バ
ン
ク
事
業
（
Ｒ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
）
な
ど

を
活
用
し
て
、
迅
速
な
開
発
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
と

す
る
。

３

感
染
症
に
係
る
医
薬
品
の
研
究
開
発
は
、
国
と
民
間
が
相
互
に
連
携
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を
図
っ
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
効
果
的
で
あ
り
、
国
と
し
て
も
、
そ
の

役
割
に
応
じ
て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
す
る
。

４

こ
の
た
め
、
国
に
お
い
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
国
立
研
究

開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
感
染
症
に
係

る
必
要
な
医
薬
品
に
関
す
る
研
究
開
発
を
推
進
し
て
い
く
と
と
も
に
、

民
間
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
医
薬
品
の
研
究
開
発
が
適
切
に
推
進
さ

れ
る
よ
う
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
研
究
開
発
の
推
進

国
に
お
い
て
は
、
資
金
力
や
技
術
力
の
面
で
民
間
で
は
研
究
開
発
が
困

難
な
ワ
ク
チ
ン
等
の
医
薬
品
に
お
い
て
、
国
が
自
ら
研
究
を
行
う
た
め
、

国
立
感
染
症
研
究
所
等
の
国
立
試
験
研
究
機
関
や
国
立
病
院
等
の
治
験
受

託
機
関
の
機
能
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
海
外
の
研
究
機
関
及
び
民
間
と

の
連
携
を
進
め
る
。

ま
た
、
民
間
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
研
究
開
発
が
適
切
に
推
進
さ
れ

る
よ
う
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬

品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
七
条
の
二
に
基
づ
く
希
少
疾
病

用
医
薬
品
指
定
制
度
、
各
種
研
究
事
業
等
の
施
策
を
着
実
に
推
進
す
る
ほ

か
、
民
間
が
こ
の
よ
う
な
研
究
開
発
に
取
り
組
み
や
す
い
環
境
の
整
備
に

配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
研
究
開
発
に
当
た
っ
て
は
、
研
究
開
発
に
係
る
ワ
ク

チ
ン
等
の
副
反
応
の
減
少
等
、
安
全
性
の
向
上
に
特
に
配
慮
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
必
要
が
あ
る
。

三

民
間
に
お
け
る
研
究
開
発
の
推
進

ワ
ク
チ
ン
等
の
医
薬
品
の
研
究
開
発
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
そ
の
ま

ん
延
防
止
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
製
薬
企
業
等
に
お
い

て
も
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

四

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

ワ
ク
チ
ン
等
の
医
薬
品
の
開
発
は
、
基
礎
研
究
か
ら
臨
床
的
な
研
究
ま

で
広
範
囲
な
知
見
が
必
要
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
国
の
関
係
機
関
及
び
関

係
団
体
と
の
間
に
お
い
て
十
分
な
連
携
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
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。
ま
た
、
国
等
は
感
染
症
に
関
す
る
医
薬
品
の
研
究
開
発
に
協
力
可
能
な

医
療
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加
で
き
る
方
策
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
民
間
企
業
等
か
ら
の
相
談
に
対
し
医
療
機
関
を
紹
介
で
き
る
体

制
の
確
保
等
、
基
盤
を
整
備
し
、
医
薬
品
の
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

五

そ
の
他
ワ
ク
チ
ン
等
の
供
給
に
関
す
る
留
意
点

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
な
ど
の
感
染
症
の
汎
流
行
時
等
の
よ

う
に
当
該
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
必
要
な
ワ
ク
チ
ン
等
の

需
要
が
そ
の
供
給
を
著
し
く
上
回
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
適

切
な
供
給
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
我
が
国
に
お
い
て
発
生
し
た

場
合
を
想
定
し
て
、
出
現
が
予
測
さ
れ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

ス
に
対
応
す
る
ワ
ク
チ
ン
株
の
準
備
並
び
に
必
要
な
ワ
ク
チ
ン
の
生
産
及

び
供
給
が
安
全
か
つ
迅
速
に
行
わ
れ
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
業
者
は
、
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
想
定
し
た
ワ
ク
チ
ン
開
発
を
行
う
よ
う
努
め
る
必
要

が
あ
る
。

国
は
、
ワ
ク
チ
ン
等
の
需
要
が
そ
の
供
給
を
著
し
く
上
回
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
場
合
、
ワ
ク
チ
ン
の
製
剤
化
、
非
臨
床
試
験
及
び
臨
床
試
験
に

つ
い
て
、
開
発
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
基

づ
く
承
認
の
た
め
の
審
査
を
迅
速
に
行
わ
せ
る
よ
う
配
慮
す
る
。

ま
た
、
国
内
で
の
発
生
が
極
め
て
少
な
い
感
染
症
に
係
る
医
薬
品
に
つ

い
て
、
外
国
に
お
け
る
臨
床
試
験
の
成
績
の
活
用
等
に
よ
り
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
に
基
づ
く
承
認
の
た
め
の
審
査
を
優
先
的
に
行
わ
せ
る
ほ
か
、

緊
急
時
に
お
い
て
外
国
で
そ
の
有
効
性
及
び
安
全
性
が
確
保
さ
れ
た
医
薬

品
の
使
用
以
外
に
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
適
当
な
方
法
が
な
い
場
合
に

は
、
健
康
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
基
づ
く
特

例
承
認
や
緊
急
承
認
を
与
え
る
こ
と
を
含
め
、
外
国
で
そ
の
有
効
性
及
び

安
全
性
が
確
保
さ
れ
た
医
薬
品
の
供
給
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
す

る
。
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第
九

感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
そ
の
他
感
染
症
の
発
生

（
新
設
）

を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
必
要
な
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
の
確
保
に
係
る
目
標
に
関
す
る
事
項

一

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
の
確
保
に
係
る
基
本
的
な
考
え
方

新
興
感
染
症
に
お
い
て
は
、
入
院
及
び
発
熱
患
者
に
対
応
す
る
医
療
機

関
の
確
保
や
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
、
保
健
所
及
び
民
間
検
査
機
関
等
に

お
け
る
検
査
体
制
や
入
院
患
者
の
重
症
度
等
の
把
握
体
制
の
整
備
を
迅
速

に
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
ま
た
、
迅
速
に
適
切
な
対
応
を
行
う
た
め

に
は
、
平
時
よ
り
患
者
の
検
体
等
の
迅
速
か
つ
効
率
的
な
収
集
体
制
の
整

備
、
医
療
機
関
で
の
個
人
防
護
具
の
備
蓄
や
、
感
染
症
に
対
応
で
き
る
人

材
の
育
成
と
確
保
も
併
せ
て
重
要
と
な
る
。
加
え
て
、
後
方
支
援
を
行
う

医
療
機
関
や
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
宿
泊
施
設
（
法
第
四
十
四
条
の
三

第
二
項
（
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て

準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
五
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
宿
泊
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
確
保
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
る

。
こ
の
た
め
、
体
制
の
確
保
に
当
た
り
対
象
と
す
る
感
染
症
は
、
法
に
定

め
る
新
興
感
染
症
を
基
本
と
す
る
。
予
防
計
画
等
の
策
定
に
当
た
っ
て
は

、
感
染
症
に
関
す
る
国
内
外
の
最
新
の
知
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
定
の
想

定
を
置
く
こ
と
と
す
る
が
、
ま
ず
は
こ
れ
ま
で
の
対
応
の
教
訓
を
生
か
す

こ
と
が
で
き
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
を
念
頭
に
取
り

組
む
。

な
お
、
実
際
に
発
生
及
び
ま
ん
延
し
た
感
染
症
が
、
事
前
の
想
定
と
は

大
き
く
異
な
る
事
態
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
感
染
症
の
特
性
に
合
わ
せ

て
協
定
の
内
容
を
見
直
す
な
ど
、
実
際
の
状
況
に
応
じ
た
機
動
的
な
対
応

を
行
う
。
「
事
前
の
想
定
と
は
大
き
く
異
な
る
事
態
」
の
判
断
に
つ
い
て

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
（
流
行
株
の
変
異
等
の
都

度
、
国
の
方
針
を
提
示
）
を
参
考
に
、
国
と
し
て
、
国
内
外
の
最
新
の
知

見
や
、
現
場
の
状
況
を
把
握
し
な
が
ら
、
適
切
に
判
断
し
、
周
知
し
て
い

く
。国

内
で
の
新
興
感
染
症
発
生
早
期
（
新
興
感
染
症
発
生
か
ら
法
に
基
づ
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く
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
発
生
の
公
表
前
ま
で
）
の
段
階
は
、
特
定
感
染

症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及
び
第
二
種
感
染
症

指
定
医
療
機
関
の
感
染
症
病
床
を
中
心
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
、
国
は
、

そ
の
対
応
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
を
含
む
国
内
外
の
最
新
の
知
見
等
に
つ

い
て
、
随
時
、
収
集
及
び
医
療
機
関
等
へ
の
周
知
を
行
い
な
が
ら
、
対
応

を
行
う
。

新
興
感
染
症
発
生
の
公
表
後
の
流
行
初
期
の
一
定
期
間
（
三
箇
月
を
基

本
と
し
て
必
要
最
小
限
の
期
間
を
想
定
）
に
は
、
ま
ず
は
発
生
の
公
表
前

か
ら
対
応
の
実
績
の
あ
る
当
該
感
染
症
指
定
医
療
機
関
が
、
流
行
初
期
医

療
確
保
措
置
の
対
象
と
な
る
医
療
措
置
協
定
に
基
づ
く
対
応
も
含
め
、
引

き
続
き
対
応
を
行
う
と
と
も
に
、
各
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
判
断
に
基
づ

き
当
該
感
染
症
指
定
医
療
機
関
以
外
の
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
の
対
象

と
な
る
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
た
医
療
機
関
も
中
心
に
対
応
し
て
い
く

。
そ
の
際
、
国
は
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
対
応
に
基
づ
く
対
応
の
方
法

も
含
め
た
国
内
外
の
最
新
の
知
見
等
を
、
随
時
、
収
集
、
更
新
及
び
周
知

す
る
と
と
も
に
、
法
第
五
十
三
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
対

策
物
資
等
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
当
該
一
定
期
間
の
経

過
後
は
、
当
該
医
療
機
関
に
加
え
、
当
該
医
療
機
関
以
外
の
医
療
措
置
協

定
を
締
結
し
た
医
療
機
関
の
う
ち
、
公
的
医
療
機
関
等
（
公
的
医
療
機
関

等
以
外
の
医
療
機
関
の
う
ち
新
興
感
染
症
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
医

療
機
関
を
含
む
。
）
も
中
心
と
な
っ
た
対
応
と
し
、
そ
の
後
三
箇
月
程
度

を
目
途
に
、
順
次
速
や
か
に
、
医
療
措
置
協
定
を
締
結
し
た
全
て
の
医
療

機
関
で
対
応
し
て
い
く
。
新
興
感
染
症
の
特
性
や
当
該
感
染
症
へ
の
対
応

方
法
を
含
め
た
最
新
の
知
見
の
収
集
状
況
、
法
第
五
十
三
条
の
十
六
第
一

項
に
規
定
す
る
感
染
症
対
策
物
資
等
の
確
保
の
状
況
等
が
事
前
の
想
定
と

は
大
き
く
異
な
る
場
合
は
、
国
に
お
い
て
当
該
場
合
に
該
当
す
る
旨
及
び

そ
の
程
度
そ
の
他
新
興
感
染
症
に
関
係
す
る
状
況
の
判
断
を
行
い
、
国
の

判
断
を
踏
ま
え
、
機
動
的
に
新
興
感
染
症
へ
の
対
応
を
行
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
で
は
、
国
か
ら
各
都
道
府
県
に
対

し
、
感
染
状
況
に
応
じ
段
階
的
に
対
応
す
る
考
え
方
を
通
知
で
示
し
た
う
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え
で
、
各
都
道
府
県
そ
れ
ぞ
れ
で
、
感
染
状
況
に
応
じ
た
対
応
の
段
階
を

設
定
し
、
当
該
段
階
ご
と
に
必
要
な
病
床
数
等
を
確
保
す
る
計
画
を
立
て

、
病
床
の
確
保
等
を
行
っ
た
。
新
興
感
染
症
対
応
に
お
い
て
も
、
基
本
的

に
、
発
生
の
公
表
後
の
流
行
初
期
の
一
定
期
間
（
三
箇
月
を
基
本
と
し
て

必
要
最
小
限
の
期
間
を
想
定
）
経
過
後
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
応
と
同
様
の
考
え
方
に
沿
っ
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。法

に
基
づ
く
医
療
措
置
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
平
時
か
ら

、
流
行
時
に
対
応
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
都
道

府
県
が
策
定
す
る
予
防
計
画
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
数
値
目

標
を
定
め
る
こ
と
。
な
お
、
保
健
所
設
置
市
等
が
策
定
す
る
予
防
計
画
に

お
い
て
は
、
次
の
７
、
９
及
び

の
事
項
に
つ
い
て
数
値
目
標
を
定
め
る

10

こ
と
。
ま
た
、
保
健
所
設
置
市
等
が
必
要
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
次
の

８
の
事
項
に
つ
い
て
数
値
目
標
を
定
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

１

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
項
第
一
号
に

掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第
三
十
六

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
措
置
協
定
（
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を

そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
若
し
く
は
指
定
感
染
症
の
患
者
又
は
新
感
染
症
の
所
見
が
あ

る
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
病
床
数

２

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
項
第
二
号
に

掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第
三
十
六

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
措
置
協
定
（
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を

そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
く
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
若
し
く
は
指
定
感
染
症
の
疑
似
症
患
者
若
し
く
は
当
該
感
染

症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
又
は
新

感
染
症
に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者
若
し
く
は
当
該
新
感
染
症
に

か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
の
診
療
を
行

う
医
療
機
関
数

３

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第
三
十
六
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条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
措
置
協
定
（
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を

そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
く
宿
泊
施
設
若
し
く
は
居

宅
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
に
お
け
る
法
第
四
十
四
条
の
三
の

二
第
一
項
（
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ

っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
を
提
供
す
る
医
療
機
関
等
の
数

４

１
か
ら
３
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
医
療
機
関
に
代
わ
っ
て
新

興
感
染
症
の
感
染
症
患
者
以
外
の
患
者
に
対
し
、
医
療
を
提
供
す
る
医

療
機
関
数

５

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
項
第
五
号
に

掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第
三
十
六

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
措
置
協
定
（
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を

そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
く
感
染
症
医
療
担
当
従
事

者
等
の
確
保
数

６

法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
措
置
協
定
（
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
く

法
第
五
十
三
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
防
護
具
の
備
蓄
を
十

分
に
行
う
医
療
機
関
の
数

７

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
若
し
く
は
指
定
感
染
症
の
患
者
、

疑
似
症
患
者
若
し
く
は
無
症
状
病
原
体
保
有
者
若
し
く
は
当
該
感
染
症

に
か
か
っ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
若
し
く
は

新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
若
し
く
は
当
該
新
感
染
症
に
か
か
っ
て
い

る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
の
検
体
又
は
当
該
感
染
症

の
病
原
体
の
検
査
の
実
施
能
力
及
び
地
方
衛
生
研
究
所
等
に
お
け
る
検

査
機
器
の
数

８

法
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
等
措
置
協
定
（
同
項

第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
基

づ
く
宿
泊
施
設
の
確
保
居
室
数

９

感
染
症
医
療
担
当
従
事
者
等
及
び
保
健
所
の
職
員
そ
の
他
感
染
症
の

予
防
に
関
す
る
人
材
の
研
修
及
び
訓
練
の
回
数

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に
お
け
る
感

10
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染
症
の
予
防
に
関
す
る
保
健
所
の
業
務
を
行
う
人
員
及
び
地
域
保
健
法

第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
必
要
な
研
修
を
受
け
た

も
の
の
確
保
数

二

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
の
確
保
に
係
る
国
に
お
け
る
方
策

国
は
、
都
道
府
県
等
が
適
切
な
目
標
を
設
定
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県

等
の
予
防
計
画
の
策
定
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
策
定
す
る
こ
と
。

三

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
制
の
確
保
に
係
る
都
道
府
県
等
に
お
け
る

方
策都

道
府
県
等
は
、
国
が
策
定
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
参
考
に
、
予
防

計
画
に
お
け
る
数
値
目
標
を
定
め
る
こ
と
。

ま
た
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
に
お
い
て
、
予
防
計
画
に
基
づ
く
取

組
状
況
を
毎
年
報
告
し
、
数
値
目
標
の
達
成
状
況
等
に
つ
い
て
進
捗
確
認

を
行
う
こ
と
で
、
平
時
よ
り
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
防
止
し
て
い

く
た
め
の
取
組
を
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ

く
改
善
を
図
り
、
実
施
状
況
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
。

四

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

都
道
府
県
等
は
、
数
値
目
標
の
達
成
状
況
を
含
む
予
防
計
画
の
実
施
状

況
及
び
そ
の
実
施
に
有
用
な
情
報
を
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
の
構
成
員

に
共
有
し
、
連
携
の
緊
密
化
を
図
る
こ
と
。

第
十

宿
泊
施
設
の
確
保
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

一

宿
泊
施
設
の
確
保
に
関
す
る
事
項
の
基
本
的
な
考
え
方

新
興
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
重
症
者
を
優
先
す
る
医
療
体
制

へ
移
行
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
都
道
府
県
等
は
、
自
宅
療
養
者
等
の

家
庭
内
感
染
等
や
医
療
体
制
の
ひ
っ
迫
を
防
ぐ
等
の
観
点
か
ら
、
新
興
感

染
症
の
特
性
や
、
感
染
力
そ
の
他
当
該
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
状

況
を
考
慮
し
つ
つ
、
宿
泊
施
設
の
体
制
を
整
備
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
活
用
し
、
関
係
者
や
関
係
機

関
と
協
議
の
上
、
平
時
か
ら
計
画
的
な
準
備
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。
二

国
に
お
け
る
宿
泊
施
設
の
確
保
に
関
す
る
事
項
の
方
策

国
は
、
感
染
症
の
特
性
等
に
応
じ
た
、
宿
泊
療
養
施
設
の
確
保
に
係
る
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マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
作
成
し
、
都
道
府
県
等
に
宿
泊
療
養
に
係
る
考
え
方
を

情
報
提
供
す
る
こ
と
で
、
都
道
府
県
等
が
円
滑
に
宿
泊
施
設
を
立
ち
上
げ

ら
れ
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三

都
道
府
県
等
に
お
け
る
宿
泊
施
設
の
確
保
に
関
す
る
事
項
の
方
策

都
道
府
県
等
は
、
民
間
宿
泊
業
者
等
と
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
時

の
宿
泊
療
養
の
実
施
に
関
す
る
検
査
等
措
置
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
等
に

よ
り
、
平
時
か
ら
宿
泊
施
設
の
確
保
を
行
う
と
と
も
に
、
感
染
症
発
生
初

期
に
民
間
宿
泊
業
者
の
協
力
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は

、
公
的
施
設
の
活
用
を
併
せ
て
検
討
す
る
。

四

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

都
道
府
県
等
は
、
検
査
等
措
置
協
定
を
締
結
す
る
宿
泊
施
設
等
と
の
円

滑
な
連
携
を
図
る
た
め
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
連
携
協

議
会
等
を
活
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

五

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
宿
泊
施
設
の
確
保
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め

る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
四
ま
で
の
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１

検
査
等
措
置
協
定
を
締
結
す
る
宿
泊
施
設
等
の
確
保
の
方
法
に
係
る

事
項

２

宿
泊
施
設
の
確
保
に
係
る
都
道
府
県
と
保
健
所
設
置
市
等
の
役
割
分

担
に
係
る
事
項

第
十
一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
又
は
新
感
染
症

（
新
設
）

外
出
自
粛
対
象
者
の
療
養
生
活
の
環
境
整
備
に
関
す
る
事
項

一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
又
は
新
感
染
症
外

出
自
粛
対
象
者
の
療
養
生
活
の
環
境
整
備
の
基
本
的
な
考
え
方

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
又
は
新
感
染
症
の
外
出
自
粛
対
象
者

（
外
出
自
粛
に
係
る
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
指
定
感
染
症
に
あ
っ
て
は

、
当
該
感
染
症
の
外
出
自
粛
対
象
者
。
以
下
「
外
出
自
粛
対
象
者
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
体
調
悪
化
時
等
に
、
適
切
な
医
療
に
繋
げ
る
こ
と

が
で
き
る
健
康
観
察
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、

外
出
自
粛
に
よ
り
生
活
上
必
要
な
物
品
等
の
物
資
の
入
手
が
困
難
に
な
る
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こ
と
か
ら
、
当
該
対
象
者
に
つ
い
て
生
活
上
の
支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。

ま
た
、
外
出
自
粛
対
象
者
が
高
齢
者
施
設
等
や
障
害
者
施
設
等
に
お
い

て
過
ご
す
場
合
は
、
施
設
内
で
感
染
が
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
な
環
境
を
構

築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

二

国
に
お
け
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
又
は

新
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
の
療
養
生
活
の
環
境
整
備
の
方
策

国
は
、
自
宅
療
養
に
係
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
作
成
し
、
都
道
府
県
等
が

行
う
外
出
自
粛
対
象
者
の
療
養
生
活
の
環
境
整
備
を
支
援
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

三

都
道
府
県
等
に
お
け
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出
自
粛
対

象
者
又
は
新
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
の
療
養
生
活
の
環
境
整
備
の
方
策

１

都
道
府
県
等
は
、
医
療
機
関
、
医
師
会
、
薬
剤
師
会
、
看
護
協
会
や

民
間
事
業
者
へ
の
委
託
等
や
市
町
村
（
保
健
所
設
置
市
等
を
除
く
。
以

下
こ
の
第
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
協
力
を
活
用
し
つ
つ
外
出
自
粛

対
象
者
の
健
康
観
察
の
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

都
道
府
県
等
は
、
第
十
で
設
置
し
た
宿
泊
施
設
の
運
営
に
係
る
体
制

確
保
の
方
策
を
平
時
か
ら
検
討
し
、
宿
泊
施
設
運
営
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

等
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
感
染
症
の
発
生
及

び
ま
ん
延
時
に
は
、
医
療
体
制
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
迅
速
に
職
員

、
資
機
材
等
を
確
保
す
る
等
、
円
滑
な
宿
泊
施
設
の
運
営
体
制
の
構
築

及
び
実
施
を
図
る
。

３

都
道
府
県
等
は
、
外
出
自
粛
対
象
者
が
外
出
し
な
く
と
も
生
活
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
市
町
村
の
協
力
や
民
間
事
業
者
へ
の
委
託
を
活

用
し
つ
つ
、
食
料
品
等
の
生
活
必
需
品
等
を
支
給
す
る
な
ど
の
支
援
を

行
う
と
と
も
に
、
自
宅
療
養
時
に
お
い
て
も
、
薬
物
療
法
を
適
切
に
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
必
要
な
医
薬
品
を
支
給
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
こ

と
。
ま
た
、
介
護
保
険
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を

受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
等
と
の
連
携
も
重
要
で
あ
る
。

４

都
道
府
県
等
は
、
健
康
観
察
や
生
活
支
援
等
を
効
率
的
に
行
う
た
め
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、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

５

都
道
府
県
等
は
、
高
齢
者
施
設
等
や
障
害
者
施
設
等
に
お
い
て
、
医

療
措
置
協
定
を
締
結
し
た
医
療
機
関
と
連
携
し
、
必
要
に
応
じ
て
ゾ
ー

ニ
ン
グ
等
の
感
染
対
策
の
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
平
時
か

ら
確
保
し
て
お
き
、
新
興
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
時
に
お
い
て
施

設
内
に
お
け
る
感
染
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四

関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

１

都
道
府
県
等
は
、
外
出
自
粛
対
象
者
の
健
康
観
察
や
生
活
支
援
等
に

当
た
っ
て
は
、
積
極
的
に
市
町
村
と
連
携
し
、
必
要
な
範
囲
で
患
者
情

報
の
提
供
を
行
う
こ
と
。
な
お
、
市
町
村
の
協
力
を
得
る
場
合
は
、
都

道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
活
用
し
、
あ
ら
か
じ
め
情
報
提
供
の
具
体
的

な
内
容
や
役
割
分
担
、
費
用
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
協
議
し
て
お

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

都
道
府
県
等
は
、
外
出
自
粛
対
象
者
の
健
康
観
察
や
生
活
支
援
等
の

実
施
に
当
た
っ
て
は
、
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
や
地
域
の
医
師
会

、
薬
剤
師
会
、
看
護
協
会
又
は
民
間
事
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

都
道
府
県
等
は
、
福
祉
ニ
ー
ズ
の
あ
る
外
出
自
粛
対
象
者
が
適
切
な

支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
通
じ
て
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
連
携
を
深
め

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

五

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出
自
粛
対
象

者
又
は
新
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
の
療
養
生
活
の
環
境
整
備
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
四
ま
で
の
事
項
を
踏
ま

え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

１

外
出
自
粛
対
象
者
の
健
康
観
察
を
行
う
人
員
体
制
に
係
る
事
項

２

外
出
自
粛
対
象
者
の
健
康
観
察
や
生
活
支
援
等
に
お
け
る
市
町
村
並

び
に
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
に
係
る
事
項

３

宿
泊
施
設
の
運
営
に
関
す
る
人
員
体
制
に
係
る
事
項
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第
十
二

感
染
症
の
予
防
又
は
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
総
合
調
整
・
指
示
の
方

（
新
設
）

針
に
関
す
る
事
項

一

法
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
四
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
合
調
整
又
は
法
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項

、
第
六
十
三
条
の
二
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
指
示
の

方
針
の
基
本
的
な
考
え
方

１

法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
平
時

か
ら
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に
至
る
ま

で
、
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合

、
感
染
症
対
策
全
般
に
つ
い
て
、
保
健
所
設
置
市
等
の
長
、
市
町
村
長

及
び
関
係
機
関
に
対
し
て
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に
お
い
て

、
国
民
の
生
死
に
直
結
す
る
緊
急
性
を
有
す
る
入
院
勧
告
又
は
入
院
措

置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
限
り
、
都
道
府
県
知
事
は
保
健

所
設
置
市
等
の
長
へ
の
指
示
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

２

感
染
症
対
策
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
都
道
府
県
が
主
体
と

な
っ
て
総
合
調
整
を
行
う
が
、
感
染
症
の
専
門
家
や
保
健
師
等
の
派
遣

、
患
者
の
移
送
等
に
つ
い
て
、
複
数
の
都
道
府
県
や
医
療
機
関
等
に
対

し
て
広
域
的
な
総
合
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
大

臣
が
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
設
置
市
等
の
長
、
医
療
機
関
等
に
対
し

て
総
合
調
整
を
行
う
。
ま
た
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の

ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
、
厚

生
労
働
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
設
置
市
等
の
長
に
対
し
て

指
示
を
行
う
。

二

国
に
お
け
る
法
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
四
十
四
条
の
八
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
総
合
調
整
又
は
法
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
六

十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
の
方
針

１

国
に
よ
る
総
合
調
整
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生

等
公
表
期
間
で
あ
っ
て
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
た
感
染
症
の
予
防
に
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関
す
る
人
材
の
確
保
、
患
者
の
移
送
そ
の
他
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防
止

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
都
道
府
県
知
事
や
保
健
所

設
置
市
等
の
長
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
行
使
で
き
る

も
の
と
す
る
。

２

ま
た
、
都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
設
置
市
等
の
長
が
他
の
都
道
府

県
知
事
や
保
健
所
設
置
市
等
の
長
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
の
必

要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
又
は

保
健
所
設
置
市
等
の
長
か
ら
総
合
調
整
に
つ
い
て
の
要
請
が
あ
っ
た
場

合
で
、
国
が
総
合
調
整
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
当
該
要

請
に
応
諾
し
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
が
総
合
調
整
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
都
道
府
県
又
は
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
報
告

又
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

４

法
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
総
合
調
整
と
特
措
法
に
基
づ
く
政
府

対
策
本
部
長
の
総
合
調
整
と
で
、
措
置
の
内
容
に
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
が
総
合
調
整
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
場

合
は
、
特
措
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
的
対
処
方
針
と
の

整
合
性
の
確
保
を
図
る
。

さ
ら
に
、
積
極
的
疫
学
調
査
の
実
施
や
患
者
の
移
送
と
い
っ
た
複
数

の
都
道
府
県
の
間
で
連
携
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
な
事
項
等
に
つ

い
て
緊
急
に
必
要
が
あ
る
場
合
、
国
が
都
道
府
県
等
の
間
の
事
務
を
調

整
し
、
事
務
の
実
施
を
含
め
た
指
示
を
行
う
。

三

都
道
府
県
に
お
け
る
法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
合

調
整
又
は
法
第
六
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
指
示
の
方
針

１

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
総
合
調
整
は
、
平
時
で
あ
っ
て
も
感
染
症
対

策
に
当
た
り
必
要
が
あ
る
場
合
に
実
行
で
き
る
こ
と
と
し
、
保
健
所
設

置
市
等
の
長
、
市
町
村
長
の
他
、
医
療
機
関
や
感
染
症
試
験
研
究
等
機

関
と
い
っ
た
民
間
機
関
も
対
象
と
す
る
。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
に
お
け
る
総
合
調
整
・
指
示
の
発
動
場
面
・

要
件
等
に
つ
い
て
は
、
平
時
か
ら
関
係
者
に
共
有
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
な
お
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
保
健
所
設
置
市
等
の
長
は
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都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
総
合
調
整
を
要
請
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

。
２

都
道
府
県
知
事
は
、
総
合
調
整
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
保
健
所
設
置
市
等
の
長
や
他
の
関
係
機
関
等
に
対
し
、
報

告
又
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

３

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
指
示
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

等
発
生
等
公
表
期
間
の
際
、
国
民
の
生
死
に
直
結
す
る
緊
急
性
を
有
す

る
入
院
勧
告
や
入
院
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
限
り
、

保
健
所
設
置
市
等
の
長
に
対
し
て
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

４

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
確
保
し
た
病
床
に
円
滑
に
患
者
が
入
院
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
活
用
し
、
保
健

所
や
医
療
機
関
、
高
齢
者
施
設
等
と
の
連
携
強
化
を
図
り
、
保
健
所
設

置
市
等
に
対
す
る
平
時
か
ら
の
体
制
整
備
等
に
係
る
総
合
調
整
権
限
や

、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公
表
期
間
の
指
示
権
限

を
適
切
に
行
使
し
な
が
ら
、
円
滑
な
入
院
調
整
体
制
の
構
築
、
実
施
を

図
る
。

四

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
感
染
症
の
予
防
又
は
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
総
合

調
整
・
指
示
の
方
針
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

一
か
ら
三
ま
で
の
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
総
合
調
整
・
指
示
に
係
る
事
項

２

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
総
合
調
整
に
係
る
関
係
機
関
等
と
の
情
報
共

有
に
係
る
事
項

第
十
三

法
第
五
十
三
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
対
策
物
資
等
の

（
新
設
）

確
保
に
関
す
る
事
項

一

法
第
五
十
三
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
対
策
物
資
等
の
確

保
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

医
薬
品
や
個
人
防
護
具
等
の
感
染
症
対
策
物
資
等
に
つ
い
て
は
、
感
染

症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
診
療
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
も
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の
で
あ
る
。

特
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
の
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん

延
が
想
定
さ
れ
る
感
染
症
が
発
生
し
た
際
に
は
、
感
染
症
対
策
物
資
等
の

急
速
な
利
用
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
平
時
か
ら
感
染
症
対
策
物
資
等
が
不

足
し
な
い
よ
う
対
策
等
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

法
第
五
十
三
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
対
策
物
資
等
の
確

保
に
関
す
る
方
策

１

国
は
、
国
内
に
お
い
て
現
に
感
染
症
対
策
物
資
等
の
供
給
が
不
足
し

て
い
る
場
合
や
今
後
供
給
が
不
足
す
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
に
お
い
て

、
当
該
物
資
等
の
生
産
・
輸
入
を
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
物
資
等
の
生
産
・
輸
入
業
者
に
対
し
、
生
産
・
輸

入
の
促
進
を
要
請
す
る
。
本
要
請
に
当
た
っ
て
は
、
実
効
性
を
担
保
す

る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
事
業
を
所
管
す
る
省
庁
と
協
議
の
上
で
要
請

を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

２

国
は
、
１
の
要
請
に
当
た
っ
て
、
事
業
者
に
対
し
生
産
、
輸
入
、
販

売
、
貸
付
等
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
感
染
症
対
策
物
資
等
の

需
給
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
新
興
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
、
個
人
防
護

具
等
の
供
給
及
び
流
通
を
適
確
に
行
う
た
め
、
個
人
防
護
具
等
の
備
蓄

又
は
確
保
に
努
め
る
。

三

関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

国
は
、
二
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
平
時
か
ら
事
業
者

団
体
や
事
業
を
所
管
す
る
省
庁
間
で
情
報
共
有
し
、
感
染
症
対
策
物
資
等

の
不
足
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
生
じ
る
蓋
然
性
が
高
ま
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
法
に
基
づ
く
要
請
等
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
取
り
組

む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
十
四

感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症
の
患
者
等

（
新
設
）

の
人
権
の
尊
重
に
関
す
る
事
項

一

感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症
の
患
者
等
の

人
権
の
尊
重
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
適
切
な
情
報
の
公
表
、
正
し
い
知
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識
の
普
及
等
を
行
う
こ
と
が
、
医
師
等
に
お
い
て
は
患
者
等
へ
の
十
分
な

説
明
と
同
意
に
基
づ
い
た
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
国
民
に
お
い
て
は

感
染
症
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
自
ら
が
予
防
す
る
と
と
も
に
、

患
者
等
が
差
別
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防

止
の
た
め
の
措
置
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症

の
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
に
関
す
る
方
策

１

国
は
、
診
療
、
就
学
、
就
業
、
交
通
機
関
の
利
用
等
の
場
面
に
お
い

て
、
患
者
等
へ
の
差
別
や
偏
見
の
排
除
、
予
防
に
つ
い
て
の
正
し
い
知

識
の
定
着
等
の
た
め
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や

各
種
研
修
の
実
施
、
教
材
の
作
成
、
感
染
症
に
か
か
っ
た
児
童
生
徒
等

の
再
登
校
、
感
染
症
の
患
者
の
円
滑
な
職
場
参
加
の
た
め
の
取
組
等
の

必
要
な
施
策
を
講
じ
る
。
例
え
ば
、
感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識

の
普
及
を
図
っ
て
い
く
上
で
、
学
校
や
職
場
を
活
用
す
る
こ
と
が
効
果

的
か
つ
効
率
的
で
あ
る
た
め
、
関
係
省
庁
で
あ
る
厚
生
労
働
省
及
び
文

部
科
学
省
が
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
特
に
、
学
校
教
育
の
場
に
お
け
る
感
染
症
や
予
防
接
種
に

関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
が
求
め
ら
れ
る
。

２

国
は
患
者
に
関
す
る
情
報
の
流
出
防
止
の
た
め
、
関
係
職
員
に
対
す

る
研
修
、
医
療
機
関
に
対
す
る
注
意
喚
起
等
を
講
ず
る
。

３

国
は
特
に
総
合
的
に
予
防
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
指
針
を
作
成
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
周
知
を
図
る

こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
指
針
に
つ
い
て
は
、
定
期
的
に
見
直

す
こ
と
と
す
る
。

三

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並

び
に
感
染
症
の
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
に
関
す
る
方
策

地
方
公
共
団
体
は
、
診
療
、
就
学
、
就
業
、
交
通
機
関
の
利
用
等
の
場

面
に
お
い
て
、
患
者
等
へ
の
差
別
や
偏
見
の
排
除
等
の
た
め
、
国
に
準
じ

た
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
相
談
機
能
の
充
実
等
住
民
に
身
近
な
サ
ー
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ビ
ス
を
充
実
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
保
健
所
は
、
地
域
に
お

け
る
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関
と
し
て
、
感
染
症
に
つ
い
て
の
情
報
提

供
、
相
談
等
の
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
ま
た
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
で
議
論
を
行
う
際
に
は
、
患
者
の

人
権
を
考
慮
し
て
感
染
症
対
策
の
議
論
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四

感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症
の
患
者
等
の

人
権
の
尊
重
に
関
す
る
そ
の
他
の
方
策

１

患
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
等

は
、
医
師
が
都
道
府
県
知
事
等
へ
感
染
症
患
者
に
関
す
る
届
出
を
行
っ

た
場
合
に
は
、
状
況
に
応
じ
て
、
患
者
等
へ
当
該
届
出
の
事
実
等
を
通

知
す
る
よ
う
に
努
め
る
よ
う
徹
底
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

報
道
機
関
に
お
い
て
は
、
常
時
、
的
確
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
が
、
個
人
情
報
に
注
意
を
払
い
、
感
染
症
に
関
し
、
誤
っ

た
情
報
や
不
適
当
な
報
道
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
訂

正
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
報
道
機
関
と
の
連

携
を
平
常
時
か
ら
密
接
に
行
う
等
の
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

五

関
係
各
機
関
と
の
連
携

国
の
行
政
機
関
間
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
間
、
地
方
公
共
団
体
間
等

に
お
け
る
密
接
な
連
携
の
た
め
、
定
期
会
議
の
開
催
等
が
行
わ
れ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

六

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
地
域
の
実
情
に
即
し
た
知
識
の
普
及
及
び
感
染
症

の
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め

る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
五
ま
で
の
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１

患
者
等
へ
の
差
別
や
偏
見
の
排
除
及
び
感
染
症
に
つ
い
て
の
正
し
い

知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項

２

患
者
情
報
の
流
出
防
止
等
の
た
め
の
具
体
的
方
策
に
関
す
る
事
項

３

感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症
の
患
者
等

の
人
権
の
尊
重
の
た
め
の
都
道
府
県
等
に
お
け
る
関
係
部
局
の
連
携
方
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策
に
関
す
る
事
項

４

国
、
他
の
都
道
府
県
等
、
医
師
会
等
の
医
療
関
係
団
体
、
報
道
機
関

等
の
関
係
各
機
関
と
の
連
携
方
策
に
関
す
る
事
項

第
十
五

感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る

第
八

感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
人
材
の
養
成
に
関
す
る
事
項

事
項

一

人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

一

人
材
の
養
成
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

現
在
、
国
内
に
お
い
て
感
染
者
が
減
少
し
て
い
る
感
染
症
に
関
す
る
知

現
在
、
国
内
に
お
い
て
感
染
者
が
減
少
し
て
い
る
感
染
症
に
関
す
る
知

見
を
十
分
有
す
る
者
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
新
た
な
感
染
症
対

見
を
十
分
有
す
る
者
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
新
た
な
感
染
症
対

策
に
対
応
で
き
る
知
見
を
有
す
る
医
療
現
場
で
患
者
の
治
療
に
当
た
る
感

策
に
対
応
で
き
る
知
見
を
有
す
る
多
様
な
人
材
が
改
め
て
必
要
と
な
っ
て

染
症
の
医
療
専
門
職
の
他
に
も
、
介
護
施
設
等
で
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
こ
れ
ら
必
要
と
さ
れ
る

た
場
合
に
適
切
な
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
行
う
た
め
の
感
染
管
理
の
専
門

感
染
症
に
関
す
る
人
材
の
確
保
の
た
め
、
感
染
症
に
関
す
る
幅
広
い
知
識

家
、
感
染
症
の
疫
学
情
報
を
分
析
す
る
専
門
家
、
そ
し
て
行
政
の
中
に
お

や
研
究
成
果
の
医
療
現
場
へ
の
普
及
等
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
人

い
て
も
感
染
症
対
策
の
政
策
立
案
を
担
う
人
材
な
ど
多
様
な
人
材
が
改
め

材
の
養
成
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
大
学
医
学
部
を
は
じ
め
と
す
る

て
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
こ
れ

、
医
師
等
の
医
療
関
係
職
種
の
養
成
課
程
や
大
学
院
等
に
お
い
て
も
、
感

ら
必
要
と
さ
れ
る
感
染
症
に
関
す
る
人
材
の
確
保
の
た
め
、
感
染
症
に
関

染
症
に
関
す
る
教
育
を
更
に
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

す
る
幅
広
い
知
識
や
研
究
成
果
の
医
療
現
場
へ
の
普
及
等
の
役
割
を
担
う

こ
と
が
で
き
る
人
材
の
養
成
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
大
学
医
学
部

を
は
じ
め
と
す
る
、
医
師
等
の
医
療
関
係
職
種
の
養
成
課
程
や
大
学
院
等

に
お
い
て
も
、
感
染
症
に
関
す
る
教
育
を
更
に
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

二

国
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上

二

国
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
人
材
の
養
成

１

都
道
府
県
、
保
健
所
及
び
地
方
衛
生
研
究
所
等
の
職
員
等
の
資
質
の

１

保
健
所
及
び
地
方
衛
生
研
究
所
の
職
員
等
の
資
質
の
向
上
の
た
め
及

向
上
・
維
持
の
た
め
及
び
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
医
師
等
を
は
じ
め

び
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
医
師
を
は
じ
め
と
し
た
一
般
の
医
療
機
関

と
し
た
一
般
の
医
療
機
関
の
臨
床
医
の
感
染
症
に
関
す
る
知
識
の
向
上

の
臨
床
医
の
感
染
症
に
関
す
る
知
識
の
向
上
の
た
め
、
国
立
保
健
医
療

の
た
め
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
、
国
立
感
染
症
研
究
所
、
国
立
研
究

科
学
院
、
国
立
感
染
症
研
究
所
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療

開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
感
染
症
に
関

研
究
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
感
染
症
に
関
す
る
講
習
会
を
行
う
と
と

す
る
講
習
会
を
行
う
と
と
も
に
、
感
染
症
に
関
す
る
研
修
の
た
め
、
関

も
に
、
感
染
症
に
関
す
る
研
修
の
た
め
、
関
係
学
会
等
が
実
施
す
る
セ

係
学
会
等
が
実
施
す
る
セ
ミ
ナ
ー
や
海
外
に
こ
れ
ら
の
者
を
派
遣
す
る

ミ
ナ
ー
や
海
外
に
こ
れ
ら
の
者
を
派
遣
す
る
と
い
っ
た
取
組
を
行
っ
て

と
い
っ
た
取
組
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
国
は
感
染
症
危

い
く
必
要
が
あ
る
。

機
管
理
専
門
家
（
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
）
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
実
地
疫
学
専
門
家

養
成
コ
ー
ス
（
Ｆ
Ｅ
Ｔ
Ｐ
―
Ｊ
）
、
国
際
感
染
症
危
機
管
理
対
応
人
材
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育
成
・
派
遣
事
業
等
に
よ
り
、
危
機
管
理
の
基
本
的
知
見
を
有
す
る
感

染
症
専
門
家
を
継
続
的
に
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

国
は
、
関
係
団
体
や
関
係
学
会
と
の
密
接
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
感

２

国
は
、
関
係
団
体
や
関
係
学
会
と
の
密
接
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
感

染
症
の
医
療
に
関
し
て
専
門
的
知
識
を
有
す
る
医
師
等
の
養
成
に
資
す

染
症
の
医
療
に
関
し
て
専
門
的
知
識
を
有
す
る
医
師
の
養
成
に
資
す
る

る
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

国
は
、
地
域
保
健
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「

（
新
設
）

Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
研
修
及
び
訓
練
等
の
実
施
に

よ
り
、
都
道
府
県
等
が
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
を
活
用
す
る
た
め
の
基
盤
を

整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

５

国
は
、
感
染
症
対
応
に
つ
い
て
、
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
た

（
新
設
）

適
切
な
知
識
を
医
療
従
事
者
が
習
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
医
療

機
関
向
け
の
講
習
会
の
実
施
や
全
て
の
医
療
従
事
者
向
け
の
動
画
配
信

を
行
う
ほ
か
、
看
護
職
員
の
養
成
研
修
等
に
つ
い
て
取
組
の
充
実
を
図

る
。

６

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
法
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
の
求
め
に

（
新
設
）

応
じ
て
、
災
害
が
発
生
し
た
区
域
や
そ
の
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
の
生
命

及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
感
染
症
が
ま
ん
延

し
、
若
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
に
派
遣
さ
れ
る
災
害
・
感
染

症
医
療
の
確
保
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
（
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
・
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ

等
）
の
研
修
を
実
施
し
、
そ
の
登
録
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三

都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向

三

都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
人
材
の
養
成

上
都
道
府
県
知
事
等
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
、
国
立
感
染
症
研
究
所

都
道
府
県
知
事
等
は
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
、
国
立
感
染
症
研
究
所

等
で
実
施
さ
れ
る
感
染
症
対
策
・
感
染
症
検
査
等
に
関
す
る
研
修
会
や
実

等
で
実
施
さ
れ
る
感
染
症
に
関
す
る
研
修
会
に
保
健
所
及
び
地
方
衛
生
研

地
疫
学
専
門
家
養
成
コ
ー
ス
（
Ｆ
Ｅ
Ｔ
Ｐ
―
Ｊ
）
等
に
保
健
所
及
び
地
方

究
所
職
員
等
を
積
極
的
に
派
遣
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
等
が
感
染
症

衛
生
研
究
所
職
員
等
を
積
極
的
に
派
遣
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
等
が

に
関
す
る
講
習
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
等
に
よ
り
保
健
所
の
職
員
等
に
対

感
染
症
に
関
す
る
講
習
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
等
に
よ
り
保
健
所
の
職
員

す
る
研
修
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
に
よ

等
に
対
す
る
研
修
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ

り
感
染
症
に
関
す
る
知
識
を
習
得
し
た
者
を
地
方
衛
生
研
究
所
や
保
健
所

ら
に
よ
り
感
染
症
に
関
す
る
知
識
を
習
得
し
た
者
を
地
方
衛
生
研
究
所
等

等
に
お
い
て
活
用
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

や
保
健
所
等
に
お
い
て
活
用
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
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加
え
て
、
都
道
府
県
等
は
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
の
確
保
や
研
修
、
Ｉ
Ｈ
Ｅ

Ａ
Ｔ
要
員
と
の
連
絡
体
制
の
整
備
や
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
及
び
そ
の
所
属
機

関
と
の
連
携
の
強
化
な
ど
を
通
じ
て
、
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
に
よ
る
支
援
体

制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

保
健
所
に
お
い
て
は
、
平
時
か
ら
、
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
へ
の
実
践
的
な

訓
練
の
実
施
や
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
の
支
援
を
受
け
る
た
め
の
体
制
を
整
備

す
る
な
ど
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
の
活
用
を
想
定
し
た
準
備
を
行
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

四

医
療
機
関
等
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向

（
新
設
）

上
第
一
種
協
定
指
定
医
療
機
関
及
び
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
を
含
む

感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
感
染
症
対
応
を
行
う
医
療
従
事
者

等
の
新
興
感
染
症
の
発
生
を
想
定
し
た
必
要
な
研
修
・
訓
練
を
実
施
す
る

こ
と
又
は
国
、
都
道
府
県
等
若
し
く
は
医
療
機
関
が
実
施
す
る
当
該
研
修

・
訓
練
に
医
療
従
事
者
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
体
制
強
化
を
図
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生

等
公
表
期
間
に
お
い
て
は
、
感
染
症
医
療
担
当
従
事
者
等
を
他
の
医
療
機

関
、
宿
泊
施
設
及
び
高
齢
者
施
設
等
に
派
遣
で
き
る
よ
う
に
平
時
か
ら
研

修
や
訓
練
を
実
施
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

五

医
師
会
等
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上

四

医
師
会
等
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
人
材
の
養
成

医
師
会
等
の
医
療
関
係
団
体
に
お
い
て
は
、
会
員
等
に
対
し
て
感
染
症

感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
そ
の
勤
務
す
る
医
師
の
能
力
の

に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
研
修
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

向
上
の
た
め
の
研
修
等
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
医
師
会
等
の
医
療
関
係

団
体
に
お
い
て
は
、
会
員
等
に
対
し
て
感
染
症
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び

研
修
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

六

（
略
）

五

（
略
）

七

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

六

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
地
域
の
実
情
に
即
し
た
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の

予
防
計
画
に
お
い
て
地
域
の
実
情
に
即
し
た
人
材
の
養
成
に
関
す
る
事

向
上
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
五
ま
で
の
事
項

項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
五
ま
で
の
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と

を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る

も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
が
望
ま
し
い
。

。

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）
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３

都
道
府
県
等
に
よ
る
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

４

Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
等
発
生
等
公

（
新
設
）

表
期
間
に
派
遣
さ
れ
る
人
材
の
養
成
・
登
録
・
管
理
・
資
質
向
上
に
関

す
る
事
項

５

人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
係
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及
び

３

人
材
の
養
成
に
係
る
医
師
会
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
機
関
及
び
団

医
師
会
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
機
関
及
び
団
体
と
の
連
携
の
た
め
の

体
と
の
連
携
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

方
策
に
関
す
る
事
項

（
削
る
）

第
九

感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症
の
患
者
等
の

人
権
の
尊
重
に
関
す
る
事
項

一

感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症
の
患
者
等
の

人
権
の
尊
重
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
適
切
な
情
報
の
公
表
、
正
し
い
知

識
の
普
及
等
を
行
う
こ
と
が
、
医
師
等
に
お
い
て
は
患
者
等
へ
の
十
分
な

説
明
と
同
意
に
基
づ
い
た
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
国
民
に
お
い
て
は

感
染
症
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
自
ら
が
予
防
す
る
と
と
も
に
、

患
者
等
が
差
別
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防

止
の
た
め
の
措
置
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症

の
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
に
関
す
る
方
策

１

国
は
、
診
療
、
就
学
、
就
業
、
交
通
機
関
の
利
用
等
の
場
面
に
お
い

て
、
患
者
等
へ
の
差
別
や
偏
見
の
排
除
、
予
防
に
つ
い
て
の
正
し
い
知

識
の
定
着
等
の
た
め
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や

各
種
研
修
の
実
施
、
教
材
の
作
成
、
感
染
症
に
か
か
っ
た
児
童
生
徒
等

の
再
登
校
、
感
染
症
の
患
者
の
円
滑
な
職
場
参
加
の
た
め
の
取
組
等
の

必
要
な
施
策
を
講
じ
る
。
例
え
ば
、
感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識

の
普
及
を
図
っ
て
い
く
上
で
、
学
校
や
職
場
を
活
用
す
る
こ
と
が
効
果

的
か
つ
効
率
的
で
あ
る
た
め
、
関
係
省
庁
で
あ
る
厚
生
労
働
省
及
び
文

部
科
学
省
が
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
特
に
、
学
校
教
育
の
場
に
お
け
る
感
染
症
や
予
防
接
種
に
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関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
が
求
め
ら
れ
る
。

２

国
は
患
者
に
関
す
る
情
報
の
流
出
防
止
の
た
め
、
関
係
職
員
に
対
す

る
研
修
、
医
療
機
関
に
対
す
る
注
意
喚
起
等
を
講
ず
る
。

３

国
は
特
に
総
合
的
に
予
防
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
指
針
を
作
成
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
周
知
を
図
る

こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
指
針
に
つ
い
て
は
、
定
期
的
に
見
直

す
こ
と
と
す
る
。

三

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並

び
に
感
染
症
の
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
の
た
め
の
方
策

地
方
公
共
団
体
は
、
診
療
、
就
学
、
就
業
、
交
通
機
関
の
利
用
等
の
場

面
に
お
い
て
、
患
者
等
へ
の
差
別
や
偏
見
の
排
除
等
の
た
め
、
国
に
準
じ

た
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
相
談
機
能
の
充
実
等
住
民
に
身
近
な
サ
ー

ビ
ス
を
充
実
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
保
健
所
は
、
地
域
に
お

け
る
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関
と
し
て
、
感
染
症
に
つ
い
て
の
情
報
提

供
、
相
談
等
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四

感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症
の
患
者
等
の

人
権
の
尊
重
の
た
め
の
そ
の
他
の
方
策

１

患
者
等
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
等

は
、
医
師
が
都
道
府
県
知
事
等
へ
感
染
症
患
者
に
関
す
る
届
出
を
行
っ

た
場
合
に
は
、
状
況
に
応
じ
て
、
患
者
等
へ
当
該
届
出
の
事
実
等
を
通

知
す
る
よ
う
に
努
め
る
よ
う
徹
底
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

報
道
機
関
に
お
い
て
は
、
常
時
、
的
確
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
が
、
感
染
症
に
関
し
、
誤
っ
た
情
報
や
不
適
当
な
報
道
が

な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
訂
正
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
国

及
び
都
道
府
県
等
は
、
報
道
機
関
と
の
連
携
を
平
常
時
か
ら
密
接
に
行

う
等
の
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

五

関
係
各
機
関
と
の
連
携

国
の
行
政
機
関
間
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
間
、
地
方
公
共
団
体
間
等

に
お
け
る
密
接
な
連
携
の
た
め
、
定
期
会
議
の
開
催
等
が
行
わ
れ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

六

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
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予
防
計
画
に
お
い
て
地
域
の
実
情
に
即
し
た
知
識
の
普
及
及
び
感
染
症

の
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め

る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
五
ま
で
の
事
項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

１

患
者
等
へ
の
差
別
や
偏
見
の
排
除
及
び
感
染
症
に
つ
い
て
の
正
し
い

知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項

２

患
者
情
報
の
流
出
防
止
等
の
た
め
の
具
体
的
方
策
に
関
す
る
事
項

３

感
染
症
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
並
び
に
感
染
症
の
患
者
等

の
人
権
の
尊
重
の
た
め
の
都
道
府
県
等
に
お
け
る
関
係
部
局
の
連
携
方

策
に
関
す
る
事
項

４

国
、
他
の
都
道
府
県
等
、
医
師
会
等
の
医
療
関
係
団
体
、
報
道
機
関

等
の
関
係
各
機
関
と
の
連
携
方
策
に
関
す
る
事
項

第
十
六

感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
保
健
所
の
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

一

感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
保
健
所
の
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な

考
え
方

１

保
健
所
は
地
域
の
感
染
症
対
策
の
中
核
的
機
関
と
し
て
、
地
域
保
健

法
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
策
定
す
る
基
本
指
針
と
も
整
合
性
を
と

り
な
が
ら
、
必
要
な
情
報
の
収
集
、
分
析
、
対
応
策
の
企
画
立
案
・
実

施
、
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
を
行
う
機
関
で
あ
る
と
と
も
に

、
感
染
症
の
感
染
拡
大
時
に
も
健
康
づ
く
り
等
地
域
保
健
対
策
も
継
続

で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
平
時
よ
り
有
事
に
備
え
た
体
制

を
構
築
し
、
有
事
の
際
に
は
速
や
か
に
体
制
を
切
り
替
え
る
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

２

都
道
府
県
等
は
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
活
用
し
な
が
ら
関
係

機
関
及
び
関
係
団
体
と
連
携
す
る
と
と
も
に
、
各
地
方
公
共
団
体
の
保

健
衛
生
部
門
等
に
お
け
る
役
割
分
担
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

３

感
染
症
発
生
時
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
感
染
症
に
関
す
る
情

報
が
、
責
任
者
に
対
し
て
迅
速
か
つ
適
切
に
伝
達
さ
れ
、
一
元
的
に
管

理
さ
れ
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
外
部

人
材
の
活
用
も
含
め
た
必
要
な
人
員
の
確
保
、
受
入
体
制
の
整
備
、
必
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要
な
機
器
及
び
機
材
の
整
備
、
物
品
の
備
蓄
等
を
通
じ
て
健
康
危
機
発

生
時
に
備
え
て
、
各
保
健
所
の
平
時
か
ら
の
計
画
的
な
体
制
整
備
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
業
務
の
一
元
化
、
外
部
委
託
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
も
視

野
に
い
れ
て
体
制
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

国
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
保
健
所
の
体
制
の
確
保
に
関
す

る
方
策

１

国
は
、
健
康
危
機
に
お
け
る
保
健
所
の
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
各

保
健
所
が
健
康
危
機
対
処
計
画
を
策
定
で
き
る
よ
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等

を
作
成
し
、
都
道
府
県
等
を
支
援
す
る
。

２

国
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
た
応
援
派
遣
の
仕
組
み
を
整
備
し

、
有
事
の
際
に
都
道
府
県
等
が
円
滑
に
応
援
派
遣
等
の
仕
組
み
を
活
用

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三

都
道
府
県
等
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
保
健
所
の
体
制
の
確

保１

都
道
府
県
等
は
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
活
用
し
、
地
方
公
共

団
体
間
の
役
割
分
担
や
連
携
内
容
を
平
時
か
ら
調
整
す
る
。
感
染
症
の

ま
ん
延
が
長
期
間
継
続
す
る
こ
と
も
考
慮
し
、
必
要
と
な
る
保
健
所
の

人
員
数
を
想
定
し
、
感
染
症
発
生
時
に
お
い
て
そ
の
体
制
を
迅
速
に
切

り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

都
道
府
県
等
は
広
域
的
な
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
観
点
か
ら
、

感
染
経
路
の
特
定
、
濃
厚
接
触
者
の
把
握
等
に
係
る
積
極
的
疫
学
調
査

等
の
専
門
的
業
務
を
十
分
に
実
施
す
る
た
め
に
、
感
染
症
の
拡
大
を
想

定
し
、
保
健
所
に
お
け
る
人
員
体
制
や
設
備
等
を
整
備
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
な
機
器
及
び
機
材
の

整
備
、
物
品
の
備
蓄
を
始
め
、
業
務
の
外
部
委
託
や
都
道
府
県
に
お
け

る
一
元
的
な
実
施
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
な
ど
を
通
じ
た
業
務
の
効
率
化
を

積
極
的
に
進
め
る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
要
員
や
市
町
村
等
か
ら
の

応
援
体
制
を
含
め
た
人
員
体
制
、
受
入
体
制
の
構
築
（
応
援
派
遣
要
請

の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
想
定
も
含
む
。
）
や
、
住
民
及
び
職
員
等
の
精
神
保

健
福
祉
対
策
等
が
重
要
で
あ
る
。

３

都
道
府
県
等
は
、
地
域
の
健
康
危
機
管
理
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
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保
健
所
に
保
健
所
長
を
補
佐
す
る
統
括
保
健
師
等
の
総
合
的
な
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
を
担
う
保
健
師
を
配
置
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四

関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携

１

都
道
府
県
等
は
、
都
道
府
県
連
携
協
議
会
等
を
活
用
し
、
市
町
村
、

学
術
機
関
、
消
防
機
関
な
ど
の
関
係
機
関
、
専
門
職
能
団
体
等
と
保
健

所
業
務
に
係
る
内
容
に
つ
い
て
連
携
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

２

保
健
所
は
、
感
染
症
発
生
時
に
お
け
る
連
携
体
制
を
確
保
す
る
た
め

、
平
時
か
ら
地
方
公
共
団
体
の
本
庁
部
門
や
地
方
衛
生
研
究
所
等
と
協

議
し
役
割
分
担
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
管
内
の
市
町
村
と
協
議
し
、

感
染
症
発
生
時
に
お
け
る
協
力
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

五

予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

予
防
計
画
に
お
い
て
感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
保
健
所
の
体
制
の
確
保

に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
四
ま
で
の
事
項
を
踏

ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。

１

保
健
所
の
人
員
体
制
に
係
る
事
項

２

感
染
症
対
応
に
お
け
る
保
健
所
業
務
と
体
制
に
係
る
事
項

３

応
援
派
遣
や
そ
の
受
入
れ
に
係
る
事
項

４

保
健
所
業
務
に
係
る
保
健
所
と
関
係
機
関
等
と
の
連
携
に
係
る
事
項

第
十
七

（
略
）

第
十

（
略
）

第
十
八

緊
急
時
に
お
け
る
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
、
病

第
十
一

緊
急
時
に
お
け
る
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
並
び

原
体
等
の
検
査
の
実
施
並
び
に
医
療
の
提
供
の
た
め
の
施
策
（
国
と
地
方
公

に
医
療
の
提
供
の
た
め
の
施
策
（
国
と
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体

共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
連
絡
体
制
の
確
保
を
含
む
。
）
に
関

相
互
間
の
連
絡
体
制
の
確
保
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

す
る
事
項

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

第
十
九

そ
の
他
感
染
症
の
予
防
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項

第
十
二

そ
の
他
感
染
症
の
予
防
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項

一

施
設
内
感
染
の
防
止

一

施
設
内
感
染
の
防
止

病
院
、
診
療
所
、
老
人
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
又
は

病
院
、
診
療
所
、
老
人
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
又
は

ま
ん
延
し
な
い
よ
う
、
都
道
府
県
等
に
あ
っ
て
は
、
最
新
の
医
学
的
知
見

ま
ん
延
し
な
い
よ
う
、
都
道
府
県
等
に
あ
っ
て
は
、
最
新
の
医
学
的
知
見

等
を
踏
ま
え
た
施
設
内
感
染
に
関
す
る
情
報
を
こ
れ
ら
の
施
設
の
開
設
者

等
を
踏
ま
え
た
施
設
内
感
染
に
関
す
る
情
報
を
こ
れ
ら
の
施
設
の
開
設
者
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又
は
管
理
者
に
適
切
に
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら

又
は
管
理
者
に
適
切
に
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
施
設
の
開
設
者
及
び
管
理
者
に
あ
っ
て
は
、
提
供
さ
れ
た
感
染
症
に
関

の
施
設
の
開
設
者
及
び
管
理
者
に
あ
っ
て
は
、
提
供
さ
れ
た
感
染
症
に
関

す
る
情
報
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
普
段
よ
り
施

す
る
情
報
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
普
段
よ
り
施

設
内
の
患
者
及
び
職
員
の
健
康
管
理
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
症
が

設
内
の
患
者
及
び
職
員
の
健
康
管
理
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
症
が

早
期
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
医
療

早
期
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
医
療

機
関
に
お
い
て
は
、
院
内
感
染
対
策
委
員
会
等
を
中
心
に
院
内
感
染
の
防

機
関
に
お
い
て
は
、
院
内
感
染
対
策
委
員
会
等
を
中
心
に
院
内
感
染
の
防

止
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
実
際
に
取
っ
た
こ
れ
ら
の
措
置
等
に

止
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
実
際
に
取
っ
た
こ
れ
ら
の
措
置
等
に

関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
都
道
府
県
等
や
他
の
施
設
に
提
供
す
る
こ

関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
都
道
府
県
等
や
他
の
施
設
に
提
供
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
共
有
化
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

と
に
よ
り
、
そ
の
共
有
化
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
施
設
内
感
染
に
関
す
る
情
報
や
研
究
の
成
果

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
施
設
内
感
染
に
関
す
る
情
報
や
研
究
の
成
果

及
び
講
習
会
・
研
修
に
関
す
る
情
報
を
、
医
師
会
等
の
関
係
団
体
等
の
協

を
、
医
師
会
等
の
関
係
団
体
等
の
協
力
を
得
つ
つ
、
病
院
、
診
療
所
、
老

力
を
得
つ
つ
、
病
院
、
診
療
所
、
老
人
福
祉
施
設
等
の
現
場
の
関
係
者
に

人
福
祉
施
設
等
の
現
場
の
関
係
者
に
普
及
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

普
及
し
、
活
用
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

検
疫
所
の
機
能
強
化

三

検
疫
所
の
機
能
強
化

感
染
症
対
策
に
お
け
る
検
疫
の
重
要
性
に
鑑
み
、
国
立
感
染
症
研
究
所

感
染
症
対
策
に
お
け
る
検
疫
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
検
疫
所
の
機
能

と
の
連
携
を
含
め
、
検
疫
所
の
機
能
強
化
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず

強
化
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

四

動
物
由
来
感
染
症
対
策

四

動
物
由
来
感
染
症
対
策

１
～
２

（
略
）

１
～
２

（
略
）

３

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
動
物
由
来
感
染
症
に
対
す
る
必
要
な
措
置

３

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
動
物
由
来
感
染
症
に
対
す
る
必
要
な
措
置

等
が
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
獣
医
師
等
に
対
し
、
法
第
十
三
条
に
規

等
が
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
獣
医
師
等
に
対
し
、
法
第
十
三
条
に
規

定
す
る
届
出
や
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七

定
す
る
届
出
の
義
務
に
つ
い
て
周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
保
健
所
等
と

号
）
に
規
定
す
る
届
出
の
義
務
に
つ
い
て
周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
ワ

関
係
機
関
及
び
獣
医
師
会
な
ど
の
関
係
団
体
等
と
の
情
報
交
換
を
行
う

ン
ヘ
ル
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
人
間
及
び
動
物
の
健
康
並
び
に
環
境
に
関

こ
と
等
に
よ
り
連
携
を
図
っ
て
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
を
進
め
る
こ
と

す
る
分
野
横
断
的
な
課
題
に
対
し
、
関
係
者
が
連
携
し
て
そ
の
解
決
に

が
重
要
で
あ
る
。

向
け
て
取
り
組
む
こ
と
を
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
保
健
所
等
と
関
係
機

関
及
び
医
師
会
、
獣
医
師
会
な
ど
の
関
係
団
体
等
と
の
情
報
交
換
を
行

う
こ
と
等
に
よ
り
連
携
を
図
っ
て
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
を
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）
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五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

八

薬
剤
耐
性
対
策

（
新
設
）

１

国
は
、
薬
剤
耐
性
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
専
門
機
関
や
都

道
府
県
等
と
連
携
し
、
薬
剤
耐
性
対
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

２

都
道
府
県
等
は
、
医
療
機
関
に
お
い
て
、
薬
剤
耐
性
の
対
策
及
び
抗

菌
薬
の
適
正
使
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
適
切
な
方
策
を
講
じ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
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第
四
条
～
第
六
条

（
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。


